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会 議 名 決算特別委員会（第２日） 

開催日時 平成１９年９月１３日 午前１０時００分～午後４時４４分 

会  場 第５会議室 

 

１． 出席者 

１番 幸前信雄、   ３番 杉浦敏和、  ４番 北川広人、 

５番 鈴木勝彦、   ８番 内藤皓嗣、 １０番 寺田正人、 

１３番 内藤とし子、 １４番 井端清則、 １８番 小野田由紀子 

 

２． 欠席者  

な し 

 

３． 傍聴者  

杉浦辰夫、磯貝正隆、佐野勝已、森 英男、水野金光、岡本邦彦 

神谷 宏、小嶋克文 

 

４． 説明のため出席した者 

副市長、副市長、教育長 

地域協働部長、生活安全 GL、地域政策 GL、地域政策 G 主幹 

文化スポーツ GL、文化スポーツ G 主幹 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、市民生活 GL、市民生活 G 主幹 

税務 GL、収納 GL、収納 G 主幹 

福祉部長、地域福祉 GL、介護保険 GL、介護保険 G 主幹、保健福祉 GL  

こども未来部長、子育て施設 GL、子育て施設 G 主幹、こども育成 GL 

都市政策部長、計画管理 GL、都市整備 GL、上下水道 GL、地域産業 GL 

政策推進 GL 

行政管理部長、人事 GL、文書管理 GL、財務経理 GL、契約検査 GL 

学校経営 GL、学校経営 G 主幹 

会計 GL 
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病院事務部長、病院管理 G 主幹 

代表監査委員 

議選監査委員 

監査委員事務局長 

 

５．職務のため出席した者 

  事務局長、書記１名 

 

６．付託案件 

  認定第２号 平成１８年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について  

  認定第３号 平成１８年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について  

認定第４号 平成１８年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定

について  

認定第５号 平成１８年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて  

認定第６号 平成１８年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について  

認定第７号 平成１８年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算

認定について  

認定第８号 平成１８年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて  

認定第９号 平成１８年度高浜市水道事業会計決算認定について  

認定第１０号 平成１８年度高浜市病院事業会計決算認定について  

 

７．会議経過 

委員長 ただいまより、一般会計、６特別会計及び２企業会計の質疑を行いま

すが、一般会計は、歳入、歳出と分けて質疑を行いたいと思います。一般会計

の歳入は一括質疑とし､歳出は款ごとに分けて質疑を行います。特別会計及び企
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業会計は、議案ごとに歳入歳出一括にて質疑を行います。また、委員会の円滑

なる運営のため、質疑についてはまとめて行っていただくとともに、質疑もれ

のないよう、また、発言は議題の範囲を超えないようにお願いいたします。当

局におかれましても、質疑に対し適切なる御答弁をいただきますようお願いい

たします。なお、質疑に当たっては、ページ数をお示しいただき、マイクを使

っていただきますよう、あわせてお願いいたします。また、会議の休憩中等に

当局の説明員が席を移動する場合もありますので御了承ください。 

 

≪質疑≫ 

 

認定第１号 平成１８年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

＜歳入＞ 

問（４） 決算書９２、９３ページの不納欠損額についてお尋ねします。市税

全体で８，５４７万円ほどとなっており、昨年度に比べ約２倍強の増加となっ

ていますが、その増加理由と不納欠損処分の理由件数について、お聞かせいた

だきたい。 

答（収納） 不納欠損は、地区ごとに担当者を決め滞納者の経済状況、生活状

況を把握しながら滞納整理を行っている中で、本年３月に「高浜市市税等滞納

処分執行停止及び不納欠損処分実施方針」作成しました。それに基づき真にや

むを得ないものを欠損処理しています。処分状況は、平成１８年度市税全体で

５４４件、８，５４７万２，８５１円、前年度と比較して２９件の減、欠損額

では４，６１１万７，９９５円の増加となっております。次に、不納欠損内訳

として無財産２９件、所在不明６３件、生活困窮１２件、死亡１７件、出国２

７件、消滅時効分として３９６件、合計で５４４件となっております。増加の

要因といたしましては、固定資産税・都市計画税の不納欠損金額が対前年度比

５，２７０万円ほどの増加となっております。これは元大手瓦関係２社の法人、

代表者個人分の滞納処分執行停止及び不納欠損によるもので、この分だけで５，

６００万円ほどとなっております。また、全体的に、既に徴収可能期限の時効

が到来している消滅時効分、市税１，７００万円ほどを１８年度において欠損
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処理したことによる増加であります。今後の対応としましては、納付誓約書の

提出、財産差し押え等により時効の中断、滞納処分を図っていくものですが、

財産調査等によっても財産もなく徴収不能の事案も多く、これらについては先

ほどの実施方針に基づき、適正に滞納処分の執行停止、不納欠損処理を行って

まいりたいと考えております。 

問（４） 今までは、指針のようなものができてなくて執行停止というものに

対しての線を引くところというのが昨年と違いが出てきて、それでこれだけの

差額が出たと理解してよろしいか。  

答（収納） この不納欠損や滞納処分の執行停止というのは地方税法上で決ま

っております。それを今回私どもの方で整理し、文書化して取りまとめている

もので基本的には考え方は変わっていません。ただ、実施方針ということで基

準を明確化したということです。増の要因としては先ほど申し上げた固定資産

税の方の不納欠損額の増加により今年度増になったものです。  

問（４） 私も総務市民委員会で浜松の方に徴収業務の視察をさせていただい

たときに、やはり執行停止というものをしっかりとラインを引いて素早くやる

ところはやらないと徴収率は上がっていかないということははっきり言われて

ましたし、元の考え方としては本来１００％の税金で予算を立てるべきところ

を徴収率をかけて予算を立てているというのは本当におかしな話で、取るべき

税金が予算に反映されていないということになると言ってみえました。その辺

の考え方を市民の方にもしっかりわかるように、理解をしてもらうような形を

とらないと徴収率は上がっていかないということを言われたことが非常に印象

に残っていますが、ぜひともこの不納欠損をふやすこと、ふやすことはよくな

いんですよね、徴収率を上げることを御努力いただきたいと思います。  

問（１３） 最初に言っておくはずだったんですが、ちょっと順番が違いまし

て、落ちのないように質問しますが、それでも落ちがでてくるかもしれません

ので最後にまとめて、落ちのあった場合に質問させていただきたいと思います

がどうでしょうか。 

委員長 ただいま、１３番委員よりそういった発言がありましたが､いかがでし

ょうか。もう審議に入ってますが、どういたしましょう。 
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異 議 な し 

 

委員長 それでは、一般会計と特別・企業会計ごとに質疑が終了後における質

疑漏れについて許可することに御異議ありませんか。 

 

異 議 な し 

 

委員長 では、そのようにさせていただきます。では、元に戻して歳入につい

ての質疑をお願いします。 

問（３） 主要施策成果説明書の３０ページの国庫補助金についてお尋ねした

い。まず、都市計画費補助金が前年度と比較して、９９．９％の減額となって

いるがどうしてなのか教えていただきたい。それと、小学校費補助金と中学校

費補助金も大きく減額になっています。それから、児童福祉費補助金が大幅に

増加していますが、これについて教えていただきたい。 

答（計画管理） それでは、初めに都市計画費の補助金の９９．９％の減の内

容ですが、１７年度の補助金の内訳は、碧南高浜線、三高駅東線から国道４１

９号までの間ですが、この補助金が事業が完了したことで１８年度はありませ

ん。それとさわたり夢広場の外溝工事、これが補助対象となる工事は終わって

いますので、これについても補助対象事業は完了ということで１８年度はあり

ませんので、そのための減額です。 

答（学校経営） 小学校費と中学校費の補助金が昨年より大幅に減っていると

いうことで昨年小中学校は耐震工事、その補助金が昨年度入ってまして１８年

度はないということです。 

答（子育て） 児童福祉費補助金の増の理由ですが、翼幼保園、総合施設の整

備費の補助を５，８３２万３，０００円、国から得たことによる増額です。 

問（１３） 私も今のところで、社会福祉費補助金マイナス８６．４％となっ

ていますが、これの内容と２１ページの市民税ですが、去年と比べると２億５，

０００万円ぐらいふえているんですが、これは定率減税の削減などあったと思
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うんですが、どれぐらいの方が今まで市民税を払ってなくて今度払うようにな

ったかというのはわかりますか。 

答（介護保険） 主要成果説明書３０ページの社会福祉費補助金の減額ですが、

平成１７年度に南部ふれあいプラザの整備金が５，４８０万円、地域包括支援

センターの整備金が１００万円ありましてその分が減額となっています。      

答（税務） 主要成果説明書２１ページの市民税の関係の増の内容ということ

で、影響人数ですが、主に今回の増の理由については所得割額の増、税制改正

による老年者控除、定率減税縮減、公的年金等の控除額の見直し等により増と

なっています。特に、影響額の人数ですが、純増は出ていませんが、老年者控

除の４８万円の廃止に伴い１，２７７人、定率減税の縮減により１万８，２７

５人、公的年金等の控除額の見直しの影響で２，２８５人という内容になって

います。 

問（１３） かなりの数の方が影響を受けていると思うんですが、この分につ

いての使われ方というか、どういうふうに市として力を注いでいるのか。次の

２２ページですが、固定資産税が１億円ぐらい減ってるんですが、固定資産税

でいうとふえるんではないかという気がするんですがその点と、次の２３ペー

ジでこれも３，０００万円ほどこれも減っているんですが、地目のところを見

ますと若干ふえてるんですが、どうして減っているのか。 

答（税務） それでは、説明書２１ページの市民税の関係で増額になったとい

うことで、これについては相対的に市政全般の中で、重要事項を重点的に把握

し、それぞれで執行しています。それから、固定資産税の減額の関係ですが、

これにつきましては、固定資産税は３年に一度の評価替えがありまして、特に

家屋につきましては評価替えに伴いまして減価により、その分が大きく減って

いると、その影響で固定資産税が減額しています。都市計画税につきましても

同じ理由でございます。 

問（１４） 決算書の９３ページ、市税の関係でお聞きしたい。先ほど、不納

欠損と収入未済の話がありましたが、私は収入未済の方でお聞きしたいと思い

ますが、市民税のところで、前年対比で収入未済額がふえているという点で、

その理由と、それから内訳ですね、先ほど欠損の中で一部話が出ましたけども、  
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収入未済の点ではどういうふうな実態になっているのか。それから、それは個

人と市民税の関係で、さらに固定資産税の関係でも収入未済のところで対前年

の金額がふえていますので、それぞれ理由と内訳ですね、説明していただきた

いと思います。 

答（収納） 収入未済についてでございます。市税の滞納でございますが、個々

のケースでいろいろ要因が考えられますけども、景気全体としては一部明るい

兆しがあるけれども、失礼しました、一部生産に弱さが見られるけれども  回

復しているとされていますが、地場産業である窯業をとりまく環境の改善があ

まり見られていないということが背景にあると考えています。今、お尋ねの市

県民税の関係だけ申し上げますと、個人の市民税では滞納の件数が２，２３６

件、これは延べになりますが、こういった件数になりまして、滞納の要因でご

ざいますが、先ほど言いましたように個々の要因になってしまいますけども、

おおまかに申し上げますと、市県民税というのは所得税と違いまして、翌年度

課税ということになりますので、前年に収入があった方でも翌年には退職とか

転職をなさるというケースが多く、滞納の大きな原因ではないかということが

あります。それと、滞納者の方というのは一般的に生活費とか借金の返済、そ

れが最優先というふうに考えておりまして、税金の支払いの方は優先度が低く

なっている、納税意識が希薄しているというような状況になっております。ま

た、訪問とか夜間の滞納整理、電話催告等を実施しても、滞納者の方と折衝で

きない場合とか、納税折衝できても約束が履行されない場合が多いのが実態で

す。こういった理由が滞納の総体的な理由になっています。次に、固定と都市

計画税ですが、こちらの方、３８０件ということで、理由別としましては、一

番多い理由としましては、支払いは完納されておりませんけども、分納の履行

中の方というのが約２８％ほどみえます。次に納税意識の希薄な方ということ

で２５％ほどの方、それとあと、その次に１３％ほどの方が分納の不履行の方、

そういった方で、この３者の理由で６８％ほどの方が固定の方は滞納になって

いるということです。 

問（１４） 内訳について、例えば所得階層別にどれくらいの比率になってい

るか、収入未済になっている方の、そこまでの分析というのは把握されていま
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すか。 

答（収納） まず市県民税の方ですが、あくまで過年度分の滞納も入っている

もんですから、前年度の所得から引っ張ったということで厳格な数字ではない

ということで御承知おきいただきたいですが、市県民税については給与収入で

３１１万円から４４２万円、所得で言いますと２００万円から３００万円の方、

そういった方たちが１６％ほどです。その次に所得で１６０万円から２００万

円の方が１１％、そういったような金額になっています。固定の方は、こちら

の方は給与収入が４４０万円から５７０万円ほどで所得で言いますと３００万

円から４００万円の方、これが１３％ほどで１番です。あと２番手として、そ

の上のクラスの方、所得で４００万円から５５０万円の方、それと２００万円

から３００万円の方が同数でほぼ各１０％ほどです。  

問（１４） 法人の関係でも業種別だとか法人割、均等割、そのランクによっ

て収入未済の状況はどのようになっているか。  

答（収納） 法人の場合はそこまでは統計処理していませんが、実件数で２２

件、延べで３３件の滞納となっています。現年度分で８１万３，９００円、過

年度分で９８万３，１００円ということで、ここまでの統計しか作成していま

せん。  

問（１４） 今の点については今後のこともあるので、ぜひ業種別、法人割、

均等割別の収入未済に陥ってる比率を事務としてはきちんと把握して今後の事

務処理に当たっても必要な内容になるのではないかと思いますので、そういう

状況を把握していただきたいと要望しておきます。収入未済がいずれにしても

市民にしても法人にしてもふえているというような関係で特に市民税の関係で

は先ほど話が出ましたが定率減税の縮減ですね、あるいは老年者控除の廃止と

いうものがこの背後に大きく影響しているという状況が私どもは見られるとい

うふうに思っていますが、その点ではどういうふうな見解を持っているのかお

聞きしたい。それで私どもと例えばそういうふうな見解を同じくするのであれ

ば必要な手立てを当該年度でどんな形で国等に働きかけを行ってきたのかと、

具体的な手立てを講じることがあったならばお示しいただきたい。  

答（税務） 個人市民税の関係で定率減税それから老年者控除の廃止等、これ
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については法律改正に基づき課税側としては厳格にそれを執行していくという

考えです。  

問（１４） 先ほどの質問とダブるところがありますが、定率減税の縮減、老

年者控除の廃止、あるいは公的年金控除等の引き下げ、これの対象者はそれぞ

れ答弁されましたが、影響額についてはどれくらいなのか。項目別に示してい

ただきたい。  

答（税務） 影響額ですが、まず、老年者控除の廃止に伴う影響額は、３，０

５１万８，０００円、定率減税の縮減が１億７１６万６，０００円、公的年金

等の控除の見直しによる影響額は９６５万５，０００円、こういう内容です。  

問（１４） 当初予算のときにも同じような質問をしましたが、そのときに老

年者の非課税制度廃止による影響という項目で影響する部分が生じるという内

容になっていたかと思うんですが、この点はその影響というのは当該年度では

全くなかったんですか。もし、あるならばその対象者と影響額を示してくださ

い。  

答（税務） 税制改正による１８年老年者非課税の規定の廃止ということで影

響として人数で１，１８１人、金額で３６３万１，０００円、そのほかにもう

一つ均等割の非課税の規定の廃止というのがあり、これは生計同一妻に対する

均等割の変更ということで影響額は３，８１６人で５６１万５，０００円、こ

ういう内容です。   

問（１４） 決算書の９９ページの１１款ですね、分担金及び負担金ですが、

ここのところにも収入未済が上がっていますし、不納欠損も上がっているとい

うという関係で内訳と理由をお示しください。  

答（市民生活） 使用料の収入未済額ですが、これは全額、住宅使用料です。

金額が３，６９７万９，６２０円ということで、内訳としてはまず現年度分と

して１，２３９万３，５００円、その内の一般市営分として６１７万５，８０

０円、これが３２人、２１７月分です。分担金、負担金の方でしたか。失礼し

ました。  

答（子育て） １１款の不納欠損と収入未済の内訳ですが、まず収入未済につ

いては平成１４年度から１８年度分の５年間の滞納世帯１１世帯、児童数で２
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２人、総トータルで１７１万４，８６０円です。それから、不納欠損について

は、平成１３年度以前のものでトータルで７０万１，８００円ですが、その内

訳は、９世帯、児童数で１４人分です。 

問（１４） それぞれ訳あってこういう状況になっていると思うんですが、そ

の理由についてはどんな把握をされていますか。  

答（子育て） まず、不納欠損の理由については納付意識の欠如が５世帯、７

人分、所在不明が４世帯、７人分です。それから、収入未済については、納付

意識の欠如が５世帯、生活苦が３世帯、所在不明が３世帯となっています。  

問（１４） 歳入の中で、先ほど言いましたように定率減税の縮減等がみられ

ている決算内容になっていますが、新たに税源確保の点で、私どもは常に課税

自主権を行使して新たな税革への取り組みにももっと熱を入れて取り組むべき

だと事あるごとに指摘をしてきましたが、当該年度については法人市民税の不

均一課税についても見送られるという内容になっておろうかと思いますが、こ

の点では大変財政的に厳しいという状況ですので、不均一課税に踏み切るよう

な形での検討を次年度に向けて実施されるように要望しておきたいと思います。

それからもう一つは１１１ページの１７款、繰入金のことでお聞きしておきた

いですが、ここで、当市にあってはいろいろ基金を持っていますが、おのおの

の基金別の積み立て総額、この辺をお示しいただきたい。  

答（財務経理） 基金別の積み立てということですが、これは、歳出予算の方

に当該年度の積み立てというものの金額は提示してありますが、１８年度にお

いては財政調整基金に元金、利子あわせて１，６９０万３，３３８円、減債基

金が４０万１，７３１円、それから、保育園施設整備基金が４万４，７７４円、

学校施設整備基金が２万１，２５３円、医療機器購入基金が７０８円、緑化推

進基金が３，４３２円、都市政策整備基金が４０４円、生涯学習施設整備基金

が２２５円、港湾環境対策基金が２３０万３６５円、それから、残高の方です

か。決算書の最後に財産に関する調書ということであると思いますが、読み上

げた方がよろしいですか。財政調整基金が１３億４，２１８万１３３円、学校

施設整備基金が２，１２７万４，５３１円、奨学基金が２，７５１万円、高浜

市心身障害児及び家庭救済基金が２，５１０万４，１８２円、高浜市視覚障害
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者救済基金が９７９万８，３７６円、高浜市心身障害者福祉基金が９３４万８，

２６１円、高浜市保育施設整備基金が４，４８１万９，６５３円、高浜市緑化

推進基金が３４３万５，６１１円、特別会計も入っていますが、国民健康保険

支払事務基金が８４３万４，８３３円、高浜市医療機器購入基金が７０万８，

１９５円、高浜市国際交流基金が８５５万９，６２８円、高浜市地域福祉基金

が１，０１５万１，４１８円、高浜市減債基金が２１３万２，９１３円、高浜

市職員研修基金が９４万８，４７２円、高浜市生涯学習施設整備基金が２２万

５，３４２円、高浜市進路指導基金が１９万１７９円、高浜市都市施設整備基

金が４０万４，８７９円、高浜市介護給付費準備基金が６，９８４万４，８９

７円、高浜市港湾環境対策基金が６８９万９，０５４円、高浜市まちづくりパ

ートナーズ基金２，３５２万５，８４１円、たかはま夢・未来基金が７００万

円、高浜市土地開発基金が１億８，９１７万５，５９３円ということです。 

問（１４） ありがとうございました。それで、一つは項目を確認したいとい

うことが一つ、それから、基金に対する考え方ですが、やっぱりそれぞれ窮屈

な財政の中でやりくりをするわけですから、一定の基金に対する見解を持って

いると思うんですね。これは、運用についての是非にもつながっていきますが、

お金があるから基金をつくって何でも積み立てればいいという性格のものでも

ないので、そのあたり基金に対する見解を聞いておきたいと思います。それと

もう一つは、これは自治法上の規定ですが、特定目的の基金とそれから、定額

運用の基金と大きく二つに分かれていると思うんですね。例えば今回、監査委

員から提出された意見書の中では、基金運用状況について意見書が示されてい

ますが、意見書でいきますと１１ページにそれが一つ該当しますが、その意見

に付されているのは高浜市土地開発基金一つなんですね。じゃあ翻って土地開

発基金だけが当市の基金なのかというとそうではないですね、先ほど言ったみ

たいに多岐にわたって基金がある。とりわけ定額運用の基金というのも５本か

６本あるわけですね。これらについて監査員の意見を求めていないというのは

特段の理由があるのかどうか、これは意見を求めなくてもいいよという解釈で

そうなっているのか、このあたりの流れが私は理解できないのでお聞きしたい。  

答（財務経理） 基金の運用については、先ほど委員が言われましたように特
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定目的基金と定額運用基金とあるわけですが、基金に意見を付すということに

ついては特に特定目的基金、定額運用基金についてはそういうものの必要性は

ないと私ども理解していますので、土地開発基金についてはそういう法的なも

のの中でそういう運用をされているということだと理解しています。私どもは、

基金の設置の考え方は、当然法律で定められてる財政調整基金、減債基金は別

物だと思いますが、特定目的基金についてはそれぞれ施設整備等その目的のた

めに資金を将来的に担保するという部分の中でそういう時期を見て積み立てを

している部分と、定額運用基金についてはそれぞれの設置をするときの寄付と

かそういうものの目的も踏まえて新たに設置した基金というものもあるかと思

いますが、基本的にはそういう流れの中で、私ども財政状況の非常に厳しい中

で、基金については財政調整基金なり減債基金に優先的に積み立てるという基

本的な考え方を持っています。  

問（１４） とりわけ、この特定目的の基金については、これはその考え方で

いくと未来永劫この基金をずっと設置をして運用していくんだということにも

一面受け取るわけで、基金というのは果たしてそうであっていいのかというこ

ともあるわけですね、半面。内容によっては、一定の年限をもって基金を廃止

するというようなことも視野に入れて財政運営を図るべきだと私は思うんです

が、その点ではいくつか先ほど言いましたよね、保育施設整備基金を初め、先

ほど答弁がありましたが、その一つ一つ個別の基金について、これは向こう３

年、あるいは５年という時限的な制約を持って見直しを含めてそういう見解と

いうのは持ち合わせているのかどうか。その点を一つ改めて聞いておきたいと

思います。それからもう一つの視点ですが、定額運用資金ですね、これは今回、

監査委員の意見書によると、地方自治法の２４１条の第５項の規定によるとい

う規定があって、この土地開発基金に監査委員の意見を求めてるわけですね。

必要な書類をそろえて意見を求めているという流れになっていますが、これは

定額運用基金というのは、とりわけ基金からの直接的な貸付だとか基金への返

還、貸し付けた金額への返還、これが歳入歳出の予算に関係なく計上されてい

る。公金の運用が不透明になるよということから定額運用の基金については監

査委員の意見を求めてきちんと審査してもらうんだというのが自治法上の規定
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だと思うんですね。その中に先ほど言ったみたいに奨学金の基金があったり、

身体障害者及びその家庭救済基金というのがいくつか当市にあるわけで、それ

はやっぱり定額運用基金のくくりの中で処理されるという解釈に立つと、やは

りそれは一つ一つの基金についても監査委員の意見に付すべき性格のものでは

ないのかなと、私はそう思ってるんですね。ところが担当の方がそうじゃない

ということですので、一度これははっきりさせておく必要があると思うんです

ね。会計処理上の処理の仕方で先ほど言ったみたいに不透明さという部分がそ

の点では経理の処理の仕方で残る部分なんで、やっぱり公金をより正確に、透

明に明確にとする点では監査委員の意見を求める、必要な書類を添付してです

ね、意見を求めるというのは私は大事じゃないかなと思うんですが、いかがで

すか。 

答（財務経理） 最初の御質問の定額運用基金については、もともとその基金

を設置した当初は利息が高い時期で、そういう中で運用してきた面が多々あっ

たんじゃないかなと思うんですが、現在は、そういう部分の中で元金の方も取

り崩しして運用している部分があるかと思いますので、そこら辺は収益という

よりも目的という部分を重視していく中で、見直すべきところは見直していか

なければならないというふうに理解しています。それと、もう一点の意見を付

してという部分については、今、委員が言われましたように資金を運用して云々

という意味の解釈でいきますと、私どもの定額運用基金については見舞金とか

そういうものを一方的に支出しているという形の中での運用という違いがある

のではないかなと思っています。  

問（１４） 自治法上の規定は、今言ったように明確なんですね。この定額運

用については監査委員の意見に付すべきだという解釈が示されているんですね。

条文上規定されているということなんで、一度それを明確にしていただいて、

今後検討するという扱いをぜひやっていただきたいと、この点はいかがですか。  

答（財務経理） そういう御指摘ですので、監査の方も含めて一度検討してみ

ます。 

 

＜歳出＞ 
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１款 議会費 

 

 質 疑 な し 

 

２款 総務費 

問（１） 主要成果説明書４４ページ、２款１項４目の情報公開事業について

ですが、３３件の公開は前年度に比較してふえてるんでしょうか、減ってるん

でしょうか。またその増減の理由として何か特徴的なことがあるのか。 

答（文書管理） ３３件が１８年度に請求があり、平成１７年度は、２５件の

請求がありましたので、この８件の増については、一部マニアの方が例えば福

祉、病院に特定の分野に多数の情報公開請求をなされたということです。 

問（１） ここで不存在４件とありますが、この不存在というのはどういうこ

とを請求されたんでしょうか。  

答（文書管理） 例えば、議員の口利き、新聞等でも問題になったんですが、

日本メンテナンス関係の口利きがあったんではないかということで公開請求が

あったんですが、その文書については市の方にはなかったということでした。

ほかには福祉の関係ですが、裁判の関係があり、その関係についても担当の方

で調べましたがなかったということで、あとは病院の方で障害者の程度の区分

審査に提供するという医師の意見書についても公開請求がありましたが、これ

についても文書が存在しないということでした。最後もう一件、これは成年後

見制度にかかる文書で審査の請求がありましたが、これについても該当する文

書がないということで文書不存在という処理となっています。 

問（８） 主要成果説明書の６９ページ、防災対策費で使用料及び賃借料の中

で、緊急通報機器借上料２５万２，０００円がありますが、実際何件くらいの

緊急メールが発信されているかお聞きしたい。また、３００人分と書いてある

がこの主な関係者というかどういう関係者の方が登録されているのか。  

答（生活安全） 緊急通報システムは去年の８月から運用を始めておりますが、

平成１９年３月までの８カ月の実績で申し上げますと、発信総数は３７２件と

なります。内訳としましては、天気予報は毎日発信されており、これが２４３



15 

件、気象警報が８件、地震情報が１３件、火災情報は高浜市分が１１件、これ

も選択できるようになっていますが、高浜市以外の４市の分が７０件、不審者

情報が１９件、訓練等が８件となっております。ただいま申し上げたようにこ

の中には天気予報、気象警報、火災情報は選択ができますので、皆さんがすべ

ての案件を受信しているわけではありません。それから登録者の内訳ですが、

これについては高浜市の消防団、それから消防協会、それから町内会、まちづ

くり協議会を初めとした地域団体、それから小中学校、幼稚園、保育園、それ

から市議会議員の皆様、市役所の職員、こういった方たちを登録者としていま

す。 

問（８） 不審者情報が１９件ということでしたが、多いときには連続して発

信されることもあって不安に思うこともありますが、その後についてはどのよ

うに収まったかということがわかりましたらお答えいただきたいと思います｡

また、不審情報というのは子供さんをお持ちの保護者の方も知りたいと思って

みえると思うんですが、その辺についてはどういう形で伝えられるのかお聞き

したいと思います。ちなみに８月に総務市民委員会で市川市の視察に行ったと

きにもこういう発信がされており、五つの情報項目の中から市民どなたでも自

由に選んで登録できるというシステムになってまして、その中にこういう防犯

情報というか子供の安心安全情報というものの登録者が一番、ほかの情報項目

に比べてダントツに多くて、結局一般市民の方というか保護者の方も非常にそ

ういうことに関心を持ってみえるということが考えられるんですが、高浜市の

場合は一般の保護者の方にはどのように発信されているのかお聞きしたいと思

います。 

答（生活安全） 不審者情報については私ども主に碧南警察署や教育委員会か

ら得た情報を送信させていただいていますが、関係者の皆さんにお知らせする

ことにより、注意喚起をしたり防犯パトロールなどに役立てていただきたいと

考えています。不審者の特定は非常に困難だということをお聞きしていますが、

今年の７月１９日ですけれども、この日に、その前の６月２７日に向山町、そ

れから７月１８日に稗田町でですね、不審者が出たというメールの発信をさせ

ていただいておったのですが、この件につきまして、不審者の身元が判明した
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ということで碧南警察署の方からご連絡をいただきましたので、これについて

は７月１９日に皆さん方にお知らせさせていただきました。それで、特に不審

者情報等についてですね、子供さんを持つ親の方々が非常に関心が高いという

ことでございますけど、現在、高浜市内におきましてはですね、市内の小中学

校全てでですね、学校を中心としたメールシステムを持っています。このメー

ルシステムでは学校の行事とかですね、学校の様子、こういったことがメール

で配信されるようになっておりまして、この中でも不審者に関する情報も配信

されているということで、多くのご父兄の方がですね、このメールシステムに

は登録されてみえるのではないかなというふうに考えています。それから私ど

もといたしましてもですね、実は協働事業の方におきまして、港小のおやじの

会が中心となってですね、高浜市メールシステムというものを昨年度から始め

ておりますが、今年度ちょっと一部システム変更等もいたしまして、こういっ

たメールシステムも実は稼動しております。こちらにつきましては消防協会の

関係の方ですとか、町内会の中の関係の方、これにつきましては人数の制約等

がございますので市民の方全員にまだ御案内できる状況ではないのですが、そ

ういった方、それから職員の中でも市の緊急通報システムに加入してない職員

に対してですね、同様な情報を流すような形で共同事業として実施いたしてお

ります。 

問（４） 主要成果説明書の７５ページですが、戸籍住民基本台帳事務事業に

関連しまして、今朝方の新聞にもちらっと出ておりましたが、総務省のネット

の方にですね、地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会という

ものの報告書が出ております。その内容がですね、地方公共団体がその業務を

民間に委託する場合の委託先の選定方法や契約のあり方、行政責任の担保のあ

り方などが示されております。高浜市が総合サービスに委託している内容とい

うのはこの報告書に合致していると考えてよいのかどうかお聞かせいただきた

いのですが。 

答（人事） それでは、総論的な部分につきまして私の方が御答弁させていた

だきます。ただいまの御質問でございますが、結論から申し上げますと合致し

ていると考えています。特に住民票の写しの発行など、公証行為が必要なもの
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につきましては、その行政責任の担保というものが必要になってまいります。

先程、議員おっしゃられました報告書の中の民間委託等に関する基本的考え方、

その中の３番目に公共サービスの民間委託の範囲について、さらに細分化され

た「イ」というところでは、住民の権利義務に深くかかわる業務というところ

が掲載されておりますけど、少し朗読をさせていただきますけれど、業務全体

で見れば住民の権利義務に深くかかわる業務であることから、法令上、民間委

託が不可能とされていた業務であってもその中心となる権限行為の前後に位置

する準備行為や事実行為のように、住民の権利義務への関与が相対的に低く、

民間委託に適していると考えられる業務を切り分け、守秘義務やみなし公務員

規定などの必要な措置を講ずることで法令上民間委託が可能とされる例もある。

こんなふうに示されているわけでございます。したがいまして、例えば住民票

の写しの交付申請書と証明書の内容の照合、すなわち交付するかどうかという

権限行為としての意思決定、これは私どもの場合、市長の補助機関たる市職員

に留保しておりまして、それ以外の部分につきまして委託をしているというも

のでございます。私どもの契約書につきまして、総務省の自治行政局、こちら

の方から契約方法についてのアドバイスもいただいておりますので、現在検討

しているところでございます。 

問（４） 非常にわかりにくい説明だったと思いますが、要は、業務が一連の

業務であっても、きちんと市の職員が担保しなければいけないところだけを担

保しておれば、その前後を切り分けて考えることによって委託可能であるとい

うような見解をしているということですね、この報告書の方は。それでよろし

いんですか。 

答（人事） そのとおりでございまして、今、準備行為とか事実行為というふ

うに申し上げましたけども、具体的に言うと入口の部分と出口の部分、こちら

側は単純、比較的単純というと語弊がありますけども、委託に出していい業務、

そして真ん中の部分、行政責任の部分につきましては、これは委託はできない

よというところで委員のおっしゃるとおりでございます。 

問（４） それで今、答弁の方にありました自治行政局からの契約方法につい

てのアドバイスというのはどのようなものでしょうか。 
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答（人事） このアドバイスなんですが、契約書の上において業者の権限を明

確にするような工夫が必要であると、現在少しその工夫がなされていない、は

っきりしていないということで、行政権限を明確にするような工夫が必要であ

るよというようなアドバイスを受けております。具体的には行政処分である意

思決定が市長に留保されていることを明確にするために、例えば住民票の写し

の交付申請書の受け付けから端末への入出力、これ、先ほど準備行為と申し上

げましたけれども、この準備行為の部分と、それから交付から手数料の収納、

それから申請書の整理、こういった事実行為に関する部分、これ、先ほど出口

部分とも言いましたけれども、こういった部分を明確にして、そして申請書と

証明書の内容の照合、ここが交付するという意思決定なんですけども、ここは

委託内容に含まれないよということを明確にすることを現在検討しているとい

うことでございます。それで、この検討にあわせまして、１４番議員の方から

一般質問におきまして、業務を進める上で市の設備だとか機材、そういったよ

うな御指摘も受けておりますので、この方法につきましてもあわせて検討した

いと思っています。 

問（４） トータルで言いますと、今現状、高浜市で行っている総合サービス

に対しての委託業務というのは何ら違法性はないと、但し、契約書上において

きちんと明確化する必要があるから、それを検討中であるという理解でよろし

いでしょうか。 

答（人事） そのとおりでございますのでよろしくお願いいたします。 

問（１） 主要成果６４ページ、電算管理費の中ですが、この中で、あいち電

子自治体推進協議会負担金、これが若干増えているようですが、それぞれ理由

が電子調達システム、これを開発するためということで、そのシステムを利用

した入札状況、これについて教えていただきたい。 

答（情報管理） まず私の方から、予算は情報管理グループの方にありますの

でお答えさせていただきます。この、あいち電子自治体推進協議会の負担金は、

主に電子調達システムの開発費用でして、具体的な名称はＣＡＬＳと呼ばれて

いるわけですが、このＣＡＬＳの電子調達システムのうち、工事・コンサル用

のシステムにつきましては、平成１９年４月より電子入札が開始されたところ
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であります。具体的に増となった理由でございますが、平成１８年度からは、

平成２０年４月からの電子入札の開始を目指した「物品用の電子調達システム」

の開発が始まりましたので、工事・コンサルから入ったわけですが、１８年度

からは、物品用の電子調達システムの開発費用が発生し、高浜市の負担分５４

万３，０００円が加わったこと等によるものであるということでして、実際に

稼動している入札状況につきましては担当が契約検査ですので、そちらでお答

えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

答（契約検査） ただいま御質問のございました、電子入札の執行状況という

ことでお答えさせていただきます。御案内のとおり、平成１９年４月より電子

入札の工事と建設コンサルタントの業務の入札を実施しております。建設工事

につきましては、１３０万円を超える工事、建設コンサルタントの業務につき

ましては５０万円を超えます業務委託につきまして対象としてございますが、

４月２５日に１件入札執行してございまして、それ以降、８月末現在の状況で

ございますけれども、建設工事では４７件、建設コンサルタントの業務の方で

は１１件実施をいたしてございます。いずれもシステム障害等、そういったト

ラブルもなく、順調にいっているという御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

問（１） 工事・コンサルで来年から物品用システムで、金額で制約があった

んですけども、この辺のところは変わっていく、広げるような動きはあるんで

しょうか。 

答（契約検査） 物品の方につきましては、８０万円を超える入札の方を予定

してございます。 

 

休 憩 午前１１時０６分 

再 開 午前１１時１４分 

 

問（１８） 主要成果説明書の６７ページ、２款１項１９目の市民相談事務事

業の中の、ポルトガル語の通訳等業務委託ですけれども、１８年度から新たに

通訳者の方が配置されたわけですが、高浜市におきましては外国人の方が大変
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ふえてきまして、外国人の市民サービスの向上につながったと思いますけれど

も、通訳者の方を配置されて、外国人の方の反応ですとか効果、成果について

どのようにとらえてみえるのかお伺いします。 

答（市民生活） 主要成果に記載のとおりでございますが、相談業務といたし

ましては、延べ２，１８５人の外国人の方に対しまして、延べ件数で２，８６

８件の通訳業務を実施してまいりました。１日当たりに換算しますと１１．７

件というふうになってございますが、業務別でいきますと、多い順に、外国人

登録済証明書関係、これが４４７件、市営住宅、県営住宅関係で３３３件、国

民健康保険税の関係で３１１件、次にごみ収集案内、ごみ袋の配布関係で２５

４件、あと、市県民税、国保税の収納関係で２５３件、子育て、保育園の入園

関係で１９７件、所得、納税の証明書の関係で１６９件など、その他、市役所

の業務の多岐に渡っておりまして、十分、外国人の方へのサービスの向上が図

られたと考えています。それと公的な文章の翻訳業務につきましても、簡易な

ものを除きまして、４８種類、Ａ４換算で１３２ページ分を実施しています。

グループ別で多い順に申し上げますと、市民窓口グループが１１種類、収納グ

ループが８種類、こども育成グループが６種類、子育て施設グループと税務グ

ループがそれぞれ４種類等でございまして、全部で１３のグループに渡ってお

り、行政と外国人の方との意思の疎通が図られたと考えております。また、加

えまして町内会でありますとか、公営住宅の自治会、そういったところに対し

まして、分別収集の当番表でありますとか、回覧板の案内、ごみの不法投棄の

関係の看板などの翻訳業務も行っておりまして、外国人のみならず、十分、市

民全体の方のサービスの向上が図られていると考えております。  

問（１８） 外国人の方のさまざまな問題点等を、通訳者を通しまして出てき

たと思いますが、どのような事を掌握してみえるのか、その内容につきまして

具体的に教えていただきたい。 

答（市民生活） 通訳を介しまして、窓口のトラブルということは特にござい

ませんが、やはり考え方の違い、文化の違い等がございまして、通訳をやって

いるときに市の職員の説明の仕方等で相手にうまく伝わらないという事例があ

ったということで、その辺はよく気をつけるようにということで指導しており
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ます。 

問（１８） ごみの問題につきましても、いろいろと通訳者の方が中に入って

解決に取り組んでくださっていると思いますが、まだまだ町内会長さんですと

か、いろんな方にお聞きしますと外国人の方のごみの出し方、そういったモラ

ルがまだまだきちっと定着していないというようなことをお伺いしますけれど

も、もう少し活躍していただいて、きちっとごみの出し方につきましても御理

解いただけるように取り組んでいただきたいと思いますけれども、せっかく通

訳者の方がいらっしゃるんですから、外国人の方と日本人が気持ちよく共生し

て生活していけるようにということで、もう少し取り組んでいただきたいと思

いますけれども、その点につきましてどうでしょうか。 

答（市民生活） 通訳の方からお聞きしますと、母国へ帰られるとですね、ご

みというのはその辺の隅に置いておくというのが、どうもルールのような地域

があるというようなことでございます。したがいまして、やはり日本に来てい

るということで、その習慣というのは変えていただく必要があるのですが、地

道にですね、よく捨てられているところというのは看板等設置してまいります

ので、地道にやっていくということで御理解いただきたいと存じます。 

問（１３） 主要施策成果の５１ページですが、職員の衛生管理が出てますが、

健康診断をやってない人はいないだろうと思うのですがどうでしょうか。それ

からメンタルといいますか、ちょっと精神的にどうかという場合に、そういう

面での検査をどういうふうにしてみえるのか、その辺りを教えてください。そ

れから、６０ページの名鉄三河線複線化促進期成同盟会とリニア中央エクスプ

レスと中部国際空港と伊勢湾港道路と、金額はそんなにではありませんけれど、

これは大型の開発行為に関係する負担金だと思うんですが、こういうのはやは

り一刻も早くやめるべきだと思うんですが、これについての見解をお願いしま

す。それから、６９ページの家具転倒防止取付委託料が３万２，３４０円、７

件ということで出てますが、これは取り付け費用だと思ったんですが、そのあ

たりをお示しください。それから７４ページ、市税等徴収事業の中で委託料５

３３万２１７円ですか、これは何人で、時間が何時から何時まで、そのあたり

もお示しください。７６ページ、住民基本台帳ネットワークシステム事業で、
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これまでにどれくらいの数が出てるのかお示しください。 

答（人事） 最初に５１ページの職員の健康診断の件でございます。受診して

ない職員はどれほどかという御質問ですが、受診対象職員数といたしまして３

５０人、受診者数が３３５人、これは総検１３３人、定期健診、ドック２０２

人なんですが、受診率としましては９５．７％、未受診者は１５人となってお

ります。それからメンタルの検査はあるのかというお話でございますが、やは

りメンタルの検査というのは心の部分ということでなかなか検査というのは難

しさがあります。そういったことから定期的な検査というよりも、職場での上

司の気付き、そういったものが重要になるんじゃないかなと思っています。ま

た、あわせましてメンタルの部分につきましては、昨年度いろいろ研修とか、

ビデオの貸し出しだとか、そういったこともやっておりますのでよろしくお願

いいたします。 

答（地域政策） リニア中央エクスプレス建設促進愛知県期成同盟会等の負担

金につきましては、やめるべきではないか見解をということでございますが、

このリニアにつきましては今年の４月２７日の新聞記事で御存知かと思います

が、ＪＲ東海が２０２５年に中央新幹線の営業開始を目指すというような記事

が載りまして、気運としてもこれから盛り上がっていくんじゃないかというよ

うに考えております。それから名鉄に関しましては、実は利用促進を図る事業

というような意味合いが濃くなっておりまして、利用者が少なくなって廃止と

いうことになってはもちろん困るわけですので、名鉄に対し、物を言っていく

ためにも、この組織は重要であると考えています。それから中部国際空港、伊

勢湾口道路の関係ですが、これについては今すぐどうのこうのということでは

ないのですが、この中部地域は大変元気がいい地域、物づくりでいろいろな可

能性のある地域ということが言われていますので、一つの可能性の提案として

続けていくことに意義があるのではないかと考えています。 

答（生活安全） 主要成果説明書６９ページの家具転倒防止器具取付委託料で

すが、これにつきましては取り付け費用のみでございまして、器具代につきま

しては御本人負担ということでございます。 

答（収納） 主要成果７４ページの市税等徴収事業の中の窓口業務委託の人員
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と時間です。人員については２名、時間につきましては８時半から５時１５分

ということになっております。 

答（市民窓口） 住基カードの発行状況でございますが、平成１８年度におき

ましては９７枚を発行しております。内、写真付きが７２枚、写真なしが２５

枚です。 

問（１３） 職員の衛生管理の関係ですが、前に大きな組織のところで検査し

てみえない方がおられて、何でそれがわかったかというと、心筋梗塞を起こし

て病院に担ぎ込まれて初めて検査してないということがわかった方がいたんで

すね。そういうことがあってはいけませんので、やはりきちんと検査されるよ

うにしていただきたいと思うんです。その点で市の方がどのように対応してみ

えるのかをお示しください。それからリニアの件ですが、東海地方が元気だと

いっても、一般の人たちが元気なわけではなくて、本当に大手企業が元気なだ

けという部分がありますから、特に今、国の方が大きな借金を背負っている中

でこういうものにとりかかっていくというのは大変危険といいますか、ますま

す国の借金を増やしていくような面がありますので、やはりこれは考えていた

だきたいと思うんです。それから中部と伊勢湾口の件ですが、地域として考え

ていくというお話ですが、これもやはり大型開発はやめるべきだという世論が

出てますけれども、そういう面でも撤退をして高浜からでもそういう方向に持

っていくべきだと思うんです。その点でお願いします。それから家具転倒防止

器具取付委託料ですが、これやはり７件しかないというのはお年寄りがなかな

かやはり金具の費用も負担しないとなかなか取り付けができないという、あら

われだと思うんですね。そういう点で金具の方も一緒に取り付けるようにして

ほしいと思うんです。それから委託料の件ですが、現在、窓口業務委託って二

人ではないと思うんですが、これはどうなっているのかお示しください。それ

から住民基本台帳ネットワークシステム事業ですが、これまでにどれだけの数

が発行されているのかお示しがなかったのでお願いします。 

答（人事） 最初に５１ページの職員の衛生管理事業の関係で、検診の未受診

者への対応ということでございます。検診の重要性というのは先生おっしゃる

とおり私も重要だと十分理解しておりまして、未受診者の方につきましては身
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近かな医療機関、そういったところでの受診をすすめているところでございま

す。先ほど１８年度の検診受診率９５．７％と申し上げましたが、１７年度が

９４．７％ですので、１％ほど上昇しておりますので、もっとこの率を引き上

げていきたいと思っています。 

答（地域政策） リニアも実に研究が始まってから４５年たってようやくこう

いう動きが出てきたということで、こういうものにつきましてはきっと今すぐ

どうこうということではなくて、国際競争力だとか、もっと大きな視点で見て

いく必要があるのかなと思います。２５年たてばリニアが走るかもしれない、

そして内藤議員も乗られるかもしれない、その時にはできてよかったなと思わ

れると思いますのでよろしくお願いいたします。 

答（生活安全） 主要成果６９ページの家具転倒の関係ですが、家具転倒防止

に使う器具につきましては、転倒防止を図る家具の大きさ、形、そういったも

のによっても種類がいろいろございます。金具もあればベルト方式もある。価

格的にも一つ２００円くらいのものから１，０００円、１，５００円とそうい

った種類がある中で、どの器具を選定するかということにつきましてはシルバ

ーの会員に取り付けをやっていただいているわけですが、その方が現地に行か

れて御本人と相談してですね、その中で器具を決めるということで、器具につ

いてもいろんな種類がございます。そういうこともございまして現在のところ

これをですね、市の方で負担するという考えは持っておりません。ちなみに今

年度につきましては、現在約３０件ほどの器具の取り付けの申請の御相談をい

ただいておりますので、今年度につきましては、それぐらいの数の取り付けが

実施できるんではないかと考えています。 

答（収納） 主要成果７４ページの委託料の関係ですが、先ほど人員の方は２

名ということで申し上げさせていただきましたが、実際はもう一人おりまして、

前のページの７３ページになりますが、市税の賦課事業の方で一人ということ

で、税務と収納合わせて３人という形になります。 

答（市民窓口） 大変失礼いたしました。累計でございますが、１８年度末で

２７３枚、写真付きが２２６枚、写真なしが４７枚、こういう内訳になってい

ます。 
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問（１３） 職員の衛生管理の健康診断の関係ですが、是非皆さん健康診断を

やっていただくようにしていただきたいと思うんです。心筋梗塞になってから

健康診断がやってなかったということがないように、本当に大事なことですの

でお願いします。それから、リニアが２５年たったらと言われましたけれども、

その前に国が本当に大変なことになるんじゃないかと思うので、こういうのは

やはり撤退して、そういう声をあげていくということも大事だと思うのでお願

いします。それから家具転倒防止ですが、金具やベルトがあって取り付ける方

との選定が難しいというお話がありましたが、一般的なたんすなんかであれば

そんなに難しいベルトだとかそんな物はいらないと思うんですね、一般的な金

具でいいと思うんですが、そういう面でもしベルトなんかが必要だといえば、

またそれはベルトで別の対応があると思うんで、ぜひ金具も一緒に転倒防止の

取り付け委託に費用として一緒に入れて、無料でやっていただきたいと思いま

す。それから、住民基本台帳のネットワークシステム事業ですが、これまでに

２７３枚出たということですが、かかっている費用に比べるとかなり少ないし、

情報の漏洩の問題で、あちこちで問題が出ていますので、ちょっと考えていた

だきたいと思います。 

問（１４） 内藤さんの質問に関連しますけれども、リニア中央エクスプレス

のことですが、担当の思いは思いであると思いますけどね、内藤議員、人がい

いから、あえて私、苦言を呈したいと思うんですけども、２５年たってね、作

って本当によかったなと、乗られるかもしれないと、で、乗ってよかったと思

われるかもしれないというのは、あなたの思いで、それを私が聞いておって、

余計なお世話だと思うんですよ、それは。だから、私は職員の教育という視点

でね、それはやはり聞いておって鼻持ちならんような答弁というのは、これは

やはり慎重にしていただいてですね、答弁に臨んでいただきたいなというふう

に思うんですね、そのことだけ申し上げておきたいと思います。それから、１

２４ページの秘書費ですが、当該年度で副市長二人制度は関係するわけですね。

事務局長、副市長二人制というのは当該年度ですね。私は二人制だというふう

に考えておって、お聞きしておきたいと思うのですが、要は、副市長二人体制、

長から拝命をされてですね、この１年間やってこられたということなので、つ
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まるところこの二人体制をしいてですね、今日までやってきた内容で、以前と

違った形の対応をね、何か特筆すべき、あるいはその胸を張ってですね、こう

いったことをやってきましたというところがあれば一度御披露していただきた

いというのが一つです。それから説明書の６７ページですが、先ほど市民相談

事務事業という形で質問出ましたけれども、私はさまざま相談事が寄せられた

ということを受けて、この相談事に対する処理ですね、処理はいったいどうな

って、要するに解決ということも含めてどういうふうな状況、把握している部

分、一定程度あると思いますけれども、相談に乗って、乗りっぱなしというこ

とではないと思うんですね、一定の処理がされているというふうに思いますの

で、それについてはどういうふうな状況であったかということを聞いておきた

いと思います。 

答（杉浦副市長） 二人副市長制になってどう変わったかということですが、

私は特にマニフェストを中心に、特命事項を担当するということで行っている

わけですが、マニフェストの進捗状況も報告させていただいているとおりでご

ざいまして、その内容を見ていただければこの１年どういうふうに変わったか

は御理解いただけるかと思っておりますし、おかげさまで事業としては順調に

進んでおると私なりに理解しております。 

答（後藤副市長） 私の方は御存知のように収入役業務を兼掌しながら一般的

な総合的調整業務をさせていただいております。大きな過誤もなく、大過なく

事業の進行ができたということで、今回決算書等にも主要成果説明書等でもい

ろんな業績が出ておりますが、そういったところで御判断をいただければと思

います。 

答（市民生活） 主要成果６７ページの市民相談事務事業でございますが、こ

こに記載のございます特設相談につきましてはそれぞれの専門の相談員が居る

ということで、相談内容については個人情報の部分があるということで、私ど

もも深くかかわっておりませんので、この部分は御容赦いただいて、上の市民

相談、日系人相談の部分でございますが、当然、相談を受けまして私どもの意

見だけで相談が全部解決するということはございません。必要な機関のところ

の紹介、特に私どもの社会福祉協議会の方で弁護士による心配事相談等もやっ
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ておりますので、そういった必要な機関を御紹介をしていくということでござ

います。 

答（地域政策） 先ほどの私の答弁が不愉快な思いをさせたということにつき

ましては大変申し訳ございませんでした。ただ、そういう夢のある計画だとい

うことを御紹介したくてそういう答弁に至りました。どうも大変申し訳ござい

ませんでした。 

問（１４） ６７ページの市民相談事業ですが、これは特に心配するのは多重

債務の相談事もですね、この市民相談やあるいは日系人相談の中にあろうかと

思いますけども、これは相談を受けて、対応される職員でいろんな知識を持っ

ておられてね、解決のためにつながっていくという、そういう簡単なものもあ

れば大変複雑なものもありますから、担当の能力を超えている部分については、

これはやはり弁護士もそうですけど、福祉の部分や教育の部分だとか、さまざ

まな全庁あげての横断的な連携ですね、あるいは他の機関との連携というのは

当然のこととして一つの相談事に対してそれを解決するための手立てというの

は必要となる場面があるわけですね、そういったことで一つの解決のための道

筋を示すという、それは現在やられていると思うんですね、その相談事の内容

についてそういう方策を示していただいて、実際やるかやらんかというのは御

本人の自由だというところで今、ぷっつんしてると思うんですよね。だから私

はそうじゃなくて、そこまでやったら市民の皆さんたちからの貴重な相談事で

すので、それが果たしてきちっとそういう解決のために御努力もされているの

かどうかね、初めて私はそこでその相談に対する完結性というのは私は見られ

るというふうに思っていますけれども、そのあたりは親身になってどのあたり

までやっておられるかという現状をね、一つ聞いておきたいなというふうに思

うんです。それからもう一つは先ほど話が出ましたけども、これは窓口事務の

ことですけどね、先ほどの答弁を聞いていると現行のスタイルというのは、業

務委託というのは違法性は無いという見解ですけども、その点では私、一般質

問で取り上げた内容と基本的にはスタンス的には変わってない。ただ、一歩前

進的な部分は契約の見直しは検討するというところがありましたですね、それ

は大いに期待して、見直しをしていただきたいと思いますけども、それは、見
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直しをするということは物の見方を変えれば現況の業務委託の内容がね、やは

りまずいんだよという表裏一体の関係になるわけですね。だから違法性は問題

なしという答弁じゃなくて、いろいろ懸念されると、したがって検討している

んです、という答弁に私はなるべきだというふうに思うんですね、それでない

と整合性がないですから。文脈的に言ってもね。私はそう思うんですね。しか

もこのことは意思決定する部分は市長にあるよと、もしくは長から命令を受け

てですね、長の補助機関が当たるんだと。これは規程上まさにそのとおりと、

それを私、一般質問で取り上げたのはそこが抵触するんですよということなん

ですね。で、それについては検討するというふうな考え方だと思うんですけれ

ども、そうすると一連の業務を今、委託することが、分断をすればいいよとい

うことにもなるんですけども、そうなると今度はですね、じゃあ、業務委託す

ることの効果というところがね、どうなってくるのかと。今、一連性をもって

業務委託することに職員の配置をしなくても済むんだと、これが人件費の削減

につながっているんだというのが一つの基本になっているわけですね。したが

ってこの点ではそれが制約されるわけですから、人件費の削減という内容では

ね、やはり問題もその点では生まれてくるということなんで、事務事業そのも

のの見直しというところまで私は話が発展していくだろうというふうに思うん

ですね、したがってそのことも私、考えておりますので、ぜひどこから突いて

も、突くという言い方はおかしいですけれども、見られてもですね、全く違法

性がないんだという内容になるように、全国各市が高浜市を見習ってというこ

とがありますので、違法性、あるいは違法性が懸念されるような中身をね、全

国に発信してはだめだということなんで、ぜひせっかくの機会ですから十分な

る検討をするよう求めておきたいと思います。 

答（市民生活） 市民相談業務でございますが、私どもの市民生活グループと

いうのがそういった市民相談のところに重視をする、特化をするというところ

でできたグループということは十分認識をしております。それで、役所の中で

解決がつく事項というのも当然ありまして、そういったものは当然あとからど

ういう内容になったかというのは確認をしておりますし、これについては解決

に至ったということは確認しております。もう１点、委員おっしゃられました
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けど、多重債務の関係の相談でございますけども、件数は多くはありませんが

やはりございます。その相談におみえになる多くの方は、自己破産というもの

を前提に役所へ来庁されますが、今現在、いろいろ出資法と利息制限法の計算

の見直し等によって借金が大幅に減額になるような可能性もあるというような

ことや、自己破産以外にいろいろ方法も個人再生でありますとか、特定調停と

かいろいろ方法もございますので、そういった方法があるよということは説明

を申し上げますが、最後は御本人がどれを選択されるかということでございま

すので、その後にまた御相談にみえれば経緯等はお聞きしますが、こちらから

その方にどうなったかというようなところまではやっておりませんのでよろし

くお願いいたします。 

答（後藤副市長） 先ほどの窓口業務の委託の件ですが、繰り返しにはなりま

すが、現状の私どもが行っております委託業務においては、現時点で違法性が

あるというような認識にはないし、また、総務省の方のいろいろと御相談をす

る中ではそういう御指摘もございません。ただ、私どもの現契約書の中では、

その意思決定にかかる部分はその業務の中からは外れているわけですけども、

先ほども御説明申し上げましたように、準備行為、あるいは事実行為、こうい

ったものについてだけ、より明確にすべきだというようなアドバイスをいただ

いております。したがいましてそういったことについて、より誤解のないよう

な契約方法について今後さらに検討を加えていきたいと、このように考えてお

りますので、そのあたりは十分御承知置きを、あるいは御理解をいただきます

ようお願い申し上げます。 

 

休 憩 午前１１時５２分 

再 開 午後 １時００分 

 

委員長 確認ですが、２款 総務費については質疑を打ち切りましたのでよろ

しくお願いします。 

 

３款 民生費 
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問（４） 主要成果９８ページから始まるところで、障害者自立支援事業につ

いてお伺いします。昨年度と主要成果の様式が大きく変わっており、また、昨

年度の在宅・施設介護事業と比較して障害者自立支援事業が減額となっていま

すが、これは障害者自立支援法の施行によるものと思いますが、その内容につ

いてお聞かせください。 

答（地域福祉） まず、様式の変更についてですが、これは委員がおっしゃら

れるように自立支援法の施行に伴い、従来の身体、知的、精神の３種類の障害

種別ごとの区分から、介護給付、訓練等給付、または市が実施主体となる地域

生活支援事業と障害種別を問わない共通の事業という枠組みに編成されている

ものです。次に、減額の理由ですが、これは、自立支援法の施行に伴い、定率

負担、１割導入と通所の知的障害者授産施設への報酬の月割りから日割りに変

わったことに伴う報酬の減というのが主な原因です。 

問（４） それでは、その報酬減の具体的な減額の部分をお聞かせください。   

答（地域福祉） 先ほどの主な原因の通所の知的障害者授産施設ですが、具体

的には、平成１７年度において通所授産施設の実績額が１億９９万６００円で

した。平成１８年度の実績においては、７，４０９万６，６３７円で、この部

分で２，７００万円程の減額となっています。こういった減収に伴う施策とし

て国においては平成１９年４月より特別対策ということで激変緩和措置を施設

にはとるということで今までの減収分８０％まで保障しようというものが９

０％まで保障しようという施策がとられているところです。また、あわせて利

用者負担についてもさらなる軽減ということで上限額の１／４まで引き下げる

という施策がとられています。こういったことにより利用者の方がこれから施

設に出向いていかれるということで施設にとっても今後の改善が図られるもの

と思っています。 

問（４） 激変緩和措置として行われているということですが、今、現状高浜

の中で市長のマニフェストの部分にもある障害者の関係のこと、今のレベルで

十分ではないと思いますが、非常に障害者の自立支援という部分と障害者に対

する福祉の部分というのは相反する部分というのはあると思うんですよね。そ

の辺が現場の部分として現状この政府の方が平成１９年の４月から導入してき
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たこの措置の部分で緩和をされているというんですが、そのレベルというのは

どこまで上がってきていると感じてますか。  

答（地域福祉） この自立支援法については、いろいろな制度が、特別対策だ

とかいろいろとられていて国の方においても自立支援法の中の附則に３年後の

見直しまでいろいろな対策を、皆さんのお声を聞きながらいろいろな対策を講

じていくということで進めていますので、最終的には見直しまでには利用され

るお客様にも施設にとっても良い方向に向くような施策がとられていくものと

思っています。  

問（４） 走りながらの部分もあると思いますが、十分に利用者、施設の御意

見を伺って、国へのパイプもしっかり持ってる高浜市ですので、その辺のとこ

ろもいち早く対応していただけるといいかなと思います。続けてですが、主要

成果１０５ページの障害者就労移行促進事業の部分ですが、平成１８年度から

始まった事業だと思いますが、この取り組みの成果について伺いたい。 

答（地域福祉） こちらの事業については、職場実習を行った方に１時間当た

り３００円と交通費を支給するというもので、今回述べ１４人の方が利用され

ました。この成果をということですが、この１９年度には１名の方が民間企業

に就職されたという話を聞いております。  

問（４） 昨日、チャレンジサポートたかはまですかね、見学させていただき

まして立派な施設ができたわけですが、昨日もちょっと伺ったんですが、現在

の利用状況をもう一度伺いたいんですが。  

答（地域福祉） 主要成果の１０５ページの４番ですね、こちらにもあります

が、１８年度、自立支援法が施行され、それに伴う施設ということでチャレン

ジサポートがこの１９年の４月に立ち上がったわけです。事業内容が昨日のご

案内のとおり就労移行支援事業と生活介護事業の二つの事業を行うという施設

です。利用状況ということですが、現在、２２名の方が通われています。ちな

みに障害種別ということですが、先ほども言いましたように障害種別が３障害

一緒になったということで３障害の方が通われています。障害別で言いますと

知的の障害の方が８名、それから身体の方が３名、それから精神障害の方が７

名ということで１８名ですが、これが就労移行支援事業の方の利用者です。そ
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れからもう一方の生活介護事業ですが、これには現在４名の方が通われていま

す。生活介護というとちょっと重度の方が通われるというものです。４名の方

の主な障害別は知的の障害の方が３名、身体が１名という利用になっています。  

問（４） 始まったばかりの事業ですが、就労移行の実績１名の方が採用され

たという話がある中で、このチャレンジサポートにも非常に期待をしています。

ぜひとも企業への紹介ですとかそういったものも、施設を見せてあげるという

ことが非常に大事だと思うんですね、企業側の方々に。障害者の方々を企業に

連れて行くということではなくて、あの施設を見てもらうことから始まった方

が僕はいいと思うんです。ぜひ、その辺のところもしっかりやっていただきた

いと思います。 

問（１３） 主要成果の８７ページです。戦没者追悼式事業の件ですが、以前、

遺族の方から意見があって来賓の方たちが先にやってほしいという話がありま

したが、市がやるわけですからやっぱり遺族の方に先にお参りしていただくの

が本当じゃないかと思うんですが、その点について。それから、９０ページの

工事費ですが、いきいき広場の非常階段手摺工事、これはどこのことなんです

か。それから、いきいき広場運営事業で事業委託の方で、８，２２２万１，７

５０円委託がされていますが、これ以前から出ていますが、日本福祉大学１社

に出てますが、これは入札にしてきちんとやる考えはないのかどうか。それか

ら９７ページ、地域福祉活動支援事業で高浜市社会福祉協議会補助金、３，０

４８万２，４５１円出てますが、この主だった費用はどこにどのように出され

ているのかお示しいただきたい。 

答（地域福祉） まず、戦没者追悼式事業ですが、これは以前にも委員の方か

らお話があったと思いますが、これは市が主催でやる、当然、市が主催でやっ

ているわけですが、運営については遺族会の皆さんにお願いしてやっていくと

いうことで、その辺についても以前いただいた御質問で会長さんにはお伝えし

てあります。私の方からというよりも遺族会の方々の御意向ということを重視

してやっていきたいと思っていますので、その辺御理解いただきたいと思いま

す。それから、いきいき広場の非常階段手摺工事ですが、これは、いきいき広

場１階の北側、スロープがずっとあった階段のところです。いきいき広場の真
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ん中に通路がありますね。そこの通路の入り口からいきいき広場の２階に上が

る非常階段みたいな階段があるんですが、そちらの方に手摺がないということ

で、高齢者の方も当然おみえになるので、その辺のことで要望がありましたの

で手摺をつけさせていただいたということです。それから、いきいき広場の事

業委託ということで日本福祉大学に事業委託をさせていただいているわけです

が、これも以前から言われていることですが、このいきいき広場自体が立ち上

がった経緯というものがいろいろあり、今の福祉が全国的に、いろいろと「高

浜の福祉は」ということで注目を浴びている中で、こういった全国的にも福祉

と言ってもらえるようになったのも実はここの立ち上げのときからかかわって

いただいている日本福祉大学との連携の下でつくりあげてきたものだというこ

とです。当然のことながら実績も上げてきていますし、年々委託料についても

日本福祉大学のいろんな努力で減額をされてきているということで、今後とも

この日本福祉大学との連携は当市の福祉を推進する中でも非常に大切なパート

ナーだと思っていますので、御理解いただきたいと思います。それから、社会

福祉協議会の補助金ですね、ここの主な内容ということですが、これはほとん

ど５名分の人件費です。御承知のように社会福祉協議会というところは地域福

祉を推進するというところで地域福祉を推進する職員に対して補助を出すとい

うものです。ほとんど人件費です。 

問（１３） 遺族の方とのお話し合いも入れてというお話がありましたが、や

はりこれは亡くなられた方を追悼するという意味から言っても遺族の方が先に

お参りするのが筋じゃないかと思うのでぜひ検討してみてください。いきいき

広場の非常階段とありましたのでどこか違うところかと思いましたので、わか

りました。いきいき広場は日福大が最初からの関係があるということですが、

かなりの金額が出てますし、はいそうですかというわけにはいかない気がしま

す。それから社会福祉協議会の補助金ですが、５名分ということですが、社会

福祉協議会そのものへの補助金とか交付金というのはどこについてるのですか。

１０７ページの高齢者等生活支援事業の配食サービスが減っていますが、高齢

者は割合ではふえているのにどうして減っているのかわからないんですが、そ

こについて。１１８ページの子育て支援医療事業の件ですが、先日話が出まし
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たが、古いポスターというか小学校までの助成のポスターが張ってあるのを見

たんですが、新しい中学校卒業までの新しいポスターを開業医のところに張っ

ていただくようにしてほしいんですがどうでしょうか。  

答（市民窓口） 子育て支援医療のポスターの古いものが医療機関に張ってあ

るということですが、ちょっとその古いものがどういうものか承知していない

ので申し訳ありませんが、もし、そうだとするなら一度そういった実態を確認

しまして古いものであれば撤去させていただくというような形で運用させてい

ただきたいと思います。  

答（地域福祉） 社会福祉協議会の補助金がどこにのっているかということで

よろしかったですかね。決算書の１４４ページの３目の地域福祉活動支援費の

１９節の負担金、補助金及び交付金、ここの３，１９７万７，０５１円の中に

入ってます。それから戦没者の関係ですが、再度遺族会の皆さんにそういった

御意見があるということをお伝えしていきたいと思っています。それから、日

本福祉大学の委託の関係ですが、先ほども申し上げたとおりですので御理解の

ほどお願いしたいと思います。  

答（市民窓口セ） 子育て支援の関係で古いポスターが医療機関に張ってある

じゃないかという話ですが、定かじゃないのでいけないんですが、私の記憶か

らしますと市がポスターを作成して各医療機関の皆さんに張っていただくよう

にお願いした経緯はありません。そう言い切っていいのかどうかもわかりませ

んが、私の記憶の範囲で言いますと高浜市で作成し、それを張っていただくよ

うなことをやっていたという記憶はありません。いずれにしましてもその辺の

ことは委員の方から後ほど具体的な医療機関名等を教えていただければ、その

現場へ行き私どもも目で確認しながら改めるべきところは改めさせていただき

ますので御理解いただきたいと思います。  

答（保健福祉） 配食サービス事業の配食数が昨年と比べて減っているという

ことですが、配食サービスについては一人暮らしの高齢者の方の食の自立の支

援と見守りという二つの目的を持っています。そうした中で配食サービスにつ

いては、平成１７年度では、年間で２万７，３６７食、夕食を配食していたわ

けですが、１８年度は２万５，０５７食と減っています。見守り配食サービス
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は平成１７年度が３，０７３食、平成１８年度が２，７３７食となっています。

配食をさせていただく際に御利用される方とアセスメントを行っていくわけで

すが、特に私どもが厳しくしているだとかそういうことはなく、あくまでも自

立をしていただくという意味でのアセスメントを行っています。どういった理

由で減っているのかというのは私どもも把握していませんが、たまたまこうい

った状況になったと理解しています。 

問（１３） １４４ページの地域福祉活動支援費というところで社会福祉協議

会のものが出てますが、これの主だった内訳を教えていただきたい。  

答（地域福祉） 主要成果の方で言った方がわかりやすいですかね。では主要

成果の９７ページになると思うんですが、先ほどの地域活動福祉支援事業費３，

１９７万７，０５１円のこれが内訳です。この中に社会福祉協議会の３，０４

８万２，４５１円の補助金が入っています。  

委員長 給与だったでしょ。 

問（１３） ５名分の人件費ということですが、社会福祉協議会というのは今

ですと保育園とかいろいろやってみえますよね。それについての内訳というか、

それが知りたいんです。  

答（地域福祉） 社会福祉協議会はさまざまな委託事業をやっています。今、

言われた保育園も含め、確か１２ぐらいの委託事業をやってるんですね。それ

でこの委託事業については事業費補助ということで事業費分しか出ていないで

すね。社会福祉協議会はそれも含めた形で市の方から、先ほど言ったように地

域福祉を進めていくんだぞということで５名分の人件費を市が出している。委

託の関係の内訳についてはそういった形の補助ですので今の補助金とは違いま

す。  

答（福祉部） ただいまの社会福祉協議会の補助金の絡みですが、９７ページ

の３，０４８万２，０００円ほどの補助金が社協の方に出ているわけですが、

人件費５人というのは社会福祉協議会の事務局の職員に対する人件費補助です。

もう少し細かい話になりますと事務局の５人に対する補助金と社会福祉協議会

が実施しているボランティアセンター運営事業、これに対しても充当という形

で、この２本の柱で補助金を出しています。私は、実は福祉部長ということで
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社協の理事もやっていますので若干お答えしますと、社協については高浜市等

からの受託事業、これが大きく分けて１５の事業があります。その他独自に介

護保険関係の事業、あるいは御案内のとおりふれあいサービスといった福祉サ

ービス、それから障害者福祉サービス、これはこころん号を使ってのサービス

といったもの、さらには南部保育園の管理運営事業、こういったもので全体で

５億９，０００万円程度の事業費があります。その内の３，０４８万２，００

０円ほど高浜市から社協に対して補助金をお出ししているという状況ですので

御理解いただきたい。  

問（１３） １２６ページ、保育園の管理運営事業の中で臨時職員の賃金が、

臨時職員の数がかなりふえているんですが、資料いただいた中にも正規よりも

臨時職員の方が多いような数がのっていますが、これですと臨時職員がクラス

をもって担当する人たちもふえていると思いますが、これを正規に直す考えが

あるのかどうかお示しください。それから、高浜の南部保育園ですが、はっき

り何名かわかりませんが１０名ぐらい急にやめられたという話を聞きましたが、

そんなにやめられると園長先生も困るわけでそういうことができるだけないよ

うにということとなんでそういうことが起きてくるのかつかんでみえたら教え

てください。  

答（子育て） 主要成果の１２６ページ、臨時職員の関係ですが、臨時職員が

減少しているという１点目は、正規職員をこのところ退職者以上に採用してい

るということで臨時職員の数が減っている。今後、臨時職員を正規にする予定

はないかという御質問ですが確かにここのところフルタイムの職員の１割程度

は解消するという形での採用計画を立てて採用していただいていますが、それ

でもまだ２０名弱のフルタイムの臨時職員がみえるということで、それをすべ

て正規にするかという考えは持ち合わせていません。将来的には、保育園の民

営化ということで検討していかなければならない、そういったときに臨時職員

のフルタイムを切り替えるということができるかと思います。それから、南部

保育園の１０名ぐらいがやめてみえるということで、１０名かどうかわかりま

せんが若干やめているということは聞いています。その理由について細かいこ

とは把握はしていませんが、正規の職員にかわるということもあるでしょうし、
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結婚退職ということもあるでしょうし、そういった理由があるということは聞

いています。 

問（１３） これは保育園ですが、幼稚園の方で高取幼稚園が壊されるんじゃ

ないかという話が今出ているそうですが、今、高取幼稚園を壊すなんてことに

なると預かっている子供さんの数からいっても大変なことになりますし、そん

なことはないと思うんですが、その辺の意見を聞いておきます。  

答（子育て） 幼稚園の関係は１０款ですので、今は３款の質疑となっていま

すのであとでお答えさせていただきます。 

委員長 そういうことですので、お願いします。  

問（１８） ９１ページ、３款１項２目、総合的福祉サービス部門ですが、そ

この福祉機器ショールームの利用者が前年度よりもかなり利用者が減少してい

ますがその理由について。それから、１０１ページ、４目の障害者在宅・施設

介護費のあおみＪセンター運営費負担金、これの利用者の登録者数について。

それから１１０ページ、９目の高齢者社会参加推進費の中のいきいき銭湯開放

事業ですが、今まで松の湯さんが経営しててそこを開放してたと思うんですが、

今、松の湯さんがどうも工事してるというか店を解体してるようですが、これ

はきちんと建て直しをして、この事業を継続していくのかどうなのか。それか

ら１２６ページ、２目の保育サービス費の中の保育対策等促進事業運営委託料

の関係ですが、この実績についてお伺いします。  

答（地域福祉） ９１ページ、福祉機器ショールームの利用者数の減というこ

とですが、このお客様の減については前年度対比として８９％ほど減になって

いますが、これは介護支援券の制度の改正があり、利用できる範囲が限定され

たということで、ショールームについてはおむつが限定になったということも

要因の一つにあると思います。また、介護保険の制度の改正に伴い、主要５品

目、ベッド、それから車いす、床ずれ防止用具、徘徊感知器、移動用リフトの

レンタルが厳しくなったということもあります。そういったことが要因として

考えられると思います。それから主要成果の１０１ページ、あおみＪセンター

の利用者数ということですが、現在１６名、男女別ですと男性が８名、女性が

８名という内訳ですが、その内、本市より４名の方が通所しておられるという
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状況です。  

答（保健福祉） １１０ページのいきいき銭湯開放事業の松の湯さんの関係で

すが、私の方で特に改修をされているというお話はいただいておりませんが、

一度、私の方から松の湯さんに確認は取ってみます。  

答（子育て） 主要成果１２６ページの保育対策等促進事業運営委託料の実績

ということですが、まず、この保育対策はよしいけ保育園と高浜南部保育園の

２カ所ということで休日保育については南部保育園が年間２４人、延べですね。

よしいけ保育園については年間で２４２人です。それから、地域子育て支援セ

ンターですが、南部保育園については育児不安等の相談指導９７件、それから

育児講座９回、園庭開放３０回、情報誌発行１２回となっています。それから、

よしいけ保育園の方では育児不安による相談を８０件、電話相談が、その内５

件あり、それから育児講演会を２回、園庭開放１４回、情報誌の発行は同じく

月１回の１２回というような実績になっています。  

問（１８） あおみＪセンターは今のところ本市からは４名の方、１８年度で

は４名登録者があったということですが、昨日も施設の方を見せていただきま

したチャレンジサポートたかはま、これ今、３障害対応するわけですが、今後

もこのあおみＪセンターと平行して負担金を出してやっていくのかどうか。そ

れから次の銭湯についてはたまたま通りかかったら解体していたのであれっと

思ってお伺いしましたが、確認しておいてください。それから１２６ページ、

これの休日保育についてはよしいけが２４２人、高浜南部が２４人、これ保育

料についてはおいくらなのかお伺いします。  

答（地域福祉） 先ほどのあおみＪの関係ですが、平行してチャレンジサポー

トとやっていくのかということですが、もともと施設の体系が違いましてチャ

レンジサポートとあおみＪの方は施設体系が違っています。あおみＪの方は専

ら精神の方の通所なんですが、今、現状として精神の方の通院医療というのは

右肩でどんどんふえているわけです。私どももチャレンジサポートが３障害そ

ろったから、これで完璧だとはさらさら思っていません。ですので、あおみＪ

というのは絶対に今後必要なところですので、今後とも平行して支援をしてい

きたいと考えています。 
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答（子育て） 主要成果の１２６ページの休日保育の保育料はということです

が、給食代、おやつ代込みということで１・２歳児が月額７，９００円、３歳

児が５，５００円、４・５歳児が４，７００円ということになっています。  

問（１８） １２６ページの今の休日保育ですが、他市から引っ越してみえた

方のお声ですが、他市の場合は日割り計算されているそうなんですが、ここら

辺のことは碧海５市の関連ですが、この保育料について掌握してみえたら。他

市といってもいろいろありますが。  

答（子育て） 申し訳ありませんが、他市の状況は把握してません。  

問（１８） わかりました。要望としては、１カ月というかまるっと使わない

ときあるので、例えば休日４回あったとすると月に１回しか利用しなかった場

合もあるもんですから、日割り計算でお願いできませんでしょうかというよう

な要望があるもんですから、そこら辺のお考えについてお尋ねします。  

答（子育て） 要望はお伺いしておきます。検討の材料の一つにさせていただ

きます。 

問（１０） 主要成果説明書の１３２ページのみどり学園運営事業についてお

聞きします。昨年度から指定管理者制度を導入してみえますが、そのメリット

はありましたか。  

答（子育て） みどり学園については運営主体が社会福祉協議会ということで

指定管理者の前と後では変わりはありませんので、特別にということはないで

すが、ただ、指定管理者になったということで職員の気持ちというか考え方も

若干変わってきて、経営面という面では網戸の修理をしたり、おもちゃの修理

をしたりそういったことについてはボランティアグループの「ちょっこらや」

を活用したり、安全面では「ヒヤリハット」という安全点検表を作成したりし

ております。また、指導員の資質向上を図るということについても、専門家を

招いて研修をふやしているという状況がメリットであると思います。 

問（１０） １日平均１２組とありますが、１年間の実人数では何人が利用さ

れたのか。また、利用児童は幼稚園や保育園、養護学校に進んでいると思われ

ますが、その内訳を教えていただきたい。 

答（子育て） 昨年度の利用児童の実人数は１７人です。進路については市内
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の保育園が４人、市内の公立幼稚園が７人、私立の幼稚園が１人、特別支援学

校が１人、みどり学園をそのまま継続された児童が４人です。  

問（１０） 主要成果１３９ページ、子育ち・子育て応援団養成講座の開催で

すが、どんな成果があったか教えてください。  

答（こども） 子育ち・子育て応援団養成講座の成果ということですが、子育

て応援団が受講者は２７人、子育ち応援団は１１人で、２月から３月にかけて

開催しました。受講者の中には８人の方が既に、子育ち・子育ての支援団体ス

タッフとして活動している方で、さらなるレベルアップを図るために参加され

ていました。今回の講座は座学だけではなく、いちごプラザや子育てサロンな

ど現場での活動参加をしていただいたり、たかはま夢・未来塾での企画し、実

施していただくようなワークショップ形式を取り入れた講座となっており、講

座の中で学び合う人のつながりができ、子育て支援団体の行事のスタッフとし

て現在３、４人の方がかかわっていただいています。また、子育て事業の応援

スタッフとして、必要に応じ声かけをして子育て支援の体制づくりをしている

ところです。 

問（１４） 説明書の９８、９９ページにかかって障害者の自立支援法の絡み

でお聞きします。先ほど質問が出ましたが、私は従来の支援費制度と自立支援

法に切り替わった年度との対比で利用者、あるいは施設側に対してどういう影

響が見られたかというところで、直近の状態はさまざま国の方も激変緩和等々

の処置で内容はそれなりに充実が図られているという点では理解していますが、

当該年度ではどうだったのかというのをお示しいただきたい、それが一つです。

１２６、１２７ページにかけての保育サービス費の中で民間保育等に対して補

助金が支出されていますが、それで第３者の運営に対する評価は各保育園等ど

ういうふうな状況であったのかということをお聞きしたい。それから１４０ペ

ージの３目、家庭支援費の中のたかはま夢・未来塾事業について、運営費が支

給されていますが、その内訳についてどういう内容であったのかお示しいただ

きたい。 

答（地域福祉） それでは主要成果９８ページからの自立支援法に伴う利用者、

それから事業者の負担状況等でございますが、まず利用者負担で見てみますと、
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直近で言いますと自立支援法が始まる前の１８年の３月分の実績を申し上げま

すと、１８年３月にはサービスを利用した方、実利用者というのが１１１名お

られます。その方々の３月分の利用負担というのが１１１万１，９５０円で、

一人当たり約１万円の負担ということでございます。年度終わりまして１９年

の４月分で比較させていただきますと、４月分の実利用者が１３５名です。そ

の月の利用者負担分が当然食費等が自立支援法で食費、それから高熱水費が実

費負担になっておりますので、単純な比較はできませんが、その分を引くと１

９年４月の負担が１０９万５，２４３円の負担ということで、一人当たり８，

１１３円という結果が出ております。これは先ほど支援費制度での自己負担額

が平均で１万円、自立支援法が始まっていろいろな施策を１／２、または１／

４と取られる中で、一人当たりの負担は少なくなっているという状況でござい

ます。事業者側につきましてはですね、当然、月割りから日割りに変わったと

いうことで、従前の月割りで一人いくらという報酬から日割りに変わった。利

用者の方がおみえにならんと収入にならないということで、かなりの激変をし

ているわけでございますが、これについても１８年度、先ほど申し上げたよう

に８０％までは補償しようということで見ておられます。そういった中でどう

いうふうにこれから事業所もお客様が通っていただけるようにするかというよ

うなことでですね、当然努力も必要だろうし、そういったことの対策をですね、

きちっと考えてやっていかなければなかなか厳しい状況というのは変わらない

ということは思っています。 

答（子育て） 主要成果１２６、１２７ページの民間保育所に対する第三者の

評価はということなんですけども、御案内のとおり保育所の第三者評価という

ものをよしいけ保育園が平成１３年度に民営化したときから始めさせていただ

いております。やはり初年度については公立に劣るような評価を受けたという

のは実際の話なんですけれども、最近では公立と同じ、またはそれ以上の評価

を受けているという状況がございます。それとあわせまして、もうじき来年度

の保育園の入園説明が始まるんですけども、保育園の入園についてもよしいけ

保育園と南部保育園については、かなり申し込み者数が多いということから、

弾力を使いながらなるべく待機を作らないようにしているわけなんですけれど
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も、そういったことからも保護者には高い評価を受けているんではないかなと、

そんなような思いをしています。 

答（こども） １４０ページ、高浜夢未来塾の運営で８０６万４，４４１円の

内訳ということですが、まず報償費ということで講師の謝礼とかスタッフの謝

礼ということで６４０万３，３８０円、それから講師の依頼、打ち合わせ等の

旅費ということで３２万３，２４４円、需用費ということで消耗品、こちらの

方は未来塾の設備の点の時計とか、いろんな備品を買っております。食料費で

講師の方の昼食代と茶菓子代ということで９７万２，１９２円、それから役務

費としましてインターネットの使用料とか振り込み手数料とか参加者の保険料

ということで１１万９，８８５円、それから委託料ですが講演会などの看板作

成委託料ということで１２万３，９００円、それから使用料及び賃借料という

ことで公共施設の使用料ということで中央公民館やいきいきホールの使用とい

うことで１２万１，８４０円の内訳になっています。 

問（１４） ９８ページの障害者自立支援法との関係ですが、支援費制度とそ

れから自立支援制度が移行した内容についての利用者のサービス利用に対する

利用者の負担はむしろ軽減されているというようなことを言ったですけど、ま

あ、かっこ付きでね、食費分は除くよと、いうレベルでの話でしたけれども、

これあの制度の改正の中で食費は実費相当額は本人が負担ということがね、精

度改正の中で見られているんだから、それは対比する場合にはそれも含めてで

すね、対比をすべきだと私は思うんですね。そうしますとこれは１３５で割り

返していきますと先ほど支援費制度では約１万円という金額がですね、１万２，

８００円、まあ、１万３，０００円近くの負担が制度の改正に伴ってサービス

を利用する御本人に負担が多くなっているのが実態だと思うんですね。この点

ではやはり改善をする部分、国の制度改正の中で内容を改善するという、直近

の状態ではそういう部分的な問題も見れますけども、それとて依然として負担

はですね、従前と比べますと多くなっているのが実態だと思うんですね。した

がって、わずかな金額といえども障害者の人たちというのは押し延べて収入の

少ない人が多い、その中での負担というのは割合的にはやはり大きな比重を占

めるんであってね、その点での市独自の減免措置も含めてですね、国に一層の
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制度改正に及ぶように申し入れ活動をですね、私はすべきだと思いますけども、

今後の活動展開を含めてお聞きしておきたいと思います。それからもう一つは

事業者の、ここで言いますと高浜安立ですね、授産所等が運営されております

けれども、減収になっていることも否めないと、具体的に数字で把握している

分があれば、どれぐらいの減収になっているのか、それぞれ事業者は事業者で

企業努力をされていると思いますけれど、ただ、制度的な改正の中で減収を余

儀なくされているという部分がありますので、企業努力でも限界があるわけで

すね。例えば職員でいきますと正規から臨時さんに切りかえんととても運営が

困難だと、安定的なサービスの水準を維持してみたり、あるいは継続するとい

う点ではやはり限界に近いものがあるということも聞いておりますので、サー

ビス利用者の負担の軽減とあわせてですね、事業者の安定的な事業の継続とい

う点でも国等にですね、やはり要望活動をすべきだというふうに思います。そ

の点での見解を求めたいと思います。それから１２７ページの第三者評価は、

保育園の評価は公立あるいは公立以上の評価を得ているということでしたけれ

ども、例えば保育士の方たちが保育に当たられておりますけれども健康診断と

いう、職員の勤務条件等の問題とも関係しますけれども、健康診断というのは

法に基づいてやられていると思いますけど、その点での把握というのはどうい

うふうにされておるのかということを聞いておきたいと思います。それから１

４０ページの講師謝礼、夢・未来塾のことですけど、講師の謝礼、交通費等の

金額が内訳としてあげられましたけども、例えば１回の授業に対してどれくら

いの費用を要している、まあ、ばらばらあると思いますけれども、平均すると

どれぐらいの授業費をあてているのか、つまり、ぱっと見た限り、私、非常に

高いなと、感覚的にね。いや、そうじゃないんだということがあればそういっ

たことを一つ参考にしたいと思いますので、わかっていればお答えいただきた

い。 

答（地域福祉） 私の方からは、まず先ほど委員の方から具体的な事業所の名

前で、状況をということでございますので、授産所安立の関係でですね、見て

みますと１７年度の支給額、報酬がですね、８，５０１万１，４００円という

ことで、１８年度の実績は５，９５４万７，９０８円で、マイナス２，５４６
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万３，４９２円というのが実態でございます。事業所の方もですね、実は定員

をですね、この１９年４月から、今まで４８名の定員であったのですが、実態

にあわせるということで、４０名定員にしたということで、実は４０名定員に

すると単価というのがですね、今までの４８と４０に比べて単価が上がるんで

すね、一人当たりの。ということで、今はそういうような、事業所の方もいろ

いろとやはり改善を図っておられるということで、運営につきましては先ほど

も言いましたように、別に定員を下げてどうのこうのじゃなくてですね、そう

いうことも含めながら考えながら利用者の方の確保をしていくということが望

まれるということを思っています。 

答（福祉部長） サービス利用者の軽減策といいますか、減免だとか国への呼

びかけという御質問がございましたが、この障害者自立支援法自体の主旨とい

いますか、これはまあ介護保険と同様、みんなで支えあうという大きな目的が

ございます。こういうことから私どもといたしましては特に市独自での減免と

いうのは考えてございません。ただ、制度としましてその中で国が対策を練っ

ていただく、これは私どもも大いに歓迎するところでありまして、実は本年度

の全国市長会におきまして福祉施策に関する重点要望事項といたしまして、こ

の利用者負担にかかる、より一層の軽減策ということを講じていただきたいと

いう要望はしておりますのでよろしくお願いいたします。 

答（子育て） 保育所の保育士の健康診断の件でございますが、私ども安定し

た保育をやっていただくためには職員の、保育者の健康というのが第一に考え

なくてはいけないと思っています。労働安全衛生規則にも義務付けられており

ますように保育者の方にも年１回ということで健康診断を受診していると。私

立の場合には必ず年１回、県の監査がございます。監査のときにも毎回と言っ

ていいほど職員の健康診断の結果を見せてほしいという項目にあるように、そ

の場でも検証しています。 

答（こども） １４０ページのたかはま夢・未来塾の１事業の費用をという御

質問でしたが、内容により、講師の先生にもより、回数にもより事業がいくら

というのは一概には言えないので、こちらの方としましては、学校講演会、こ

ちらの方の費用がかなり入っております。学校講演会の方ですが、著名人によ
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る学校講演会ということで、今回１１回開催させていただいております。各学

校からの要望を聞いた上で学校講演会を開催しています。その中で、女子マラ

ソン選手の有森裕子氏、こちらの講師につきましては１回につき５１万２，６

２０円、それから国語学者の金田一秀穂氏につきましても５０万円、あと、５

０万円の方が、詩人で童話作家の鬼頭隆氏、こちらの方も５０万円となってお

りまして５０万円クラスの講師の方は５回お呼びしております。港小学校では

ヨーヨーの世界チャンピオンの鈴木裕之さん、高校生の方ですが、その方につ

きましては５万２，０００円の報酬をお支払いしておりますので、金額にかな

りの差が出ております。 

問（１４） 自立支援法の関係ですけど、市から国の方に要請するという点で

は評価しておきたいと思いますけれども、そうであるならば市独自の減免措置

に踏み込んでいくべきだと思いますけども、この点一つ改めて聞いておきたい

と思います。それから保育園の健康診断ですが、児童福祉法では施設の最低基

準というのは示されておって、少なくとも年２回というまくら詞つきますけど

２回以上の健康診断を行うことというふうになっているんですね、年１回とい

うところが最低基準との絡みで労安法のことは承知してますけども、この点で

はどうなのかなということですね。もう一つは健康診断やった結果については、

これは行政の方としてその結果については把握していると、例えば検便等も含

めてですね、給食等を扱うような施設ですので、衛生上の問題というのは非常

に重視されているわけですね。必要な結果について見るだけということではな

くて必要な書類そのものは所有しているのかどうか、その点いかがですか。 

答（地域福祉） 自立支援法の関係でございます。市独自の施策をということ

でございますが、先ほども北川委員の方にもお話させていただきましたが、国

の方も３年後の見直しに向けていろいろと対策を今考えているというところで

ございますので、まだまだ本当に走り出してですね、まだ半ばでございます。

うちの方もですね、毎年毎年いろいろな施策が変わっていく中で３年後の見直

しまでですね、国の方の動向を見ながら、うちの方も考えていきたいというこ

とも思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

答（子育て） 健康診断の関係で、最低基準で２回ということで、さっき労働
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安全衛生規則のことを申し上げたんですけども、正規の保育士も同じなんです

けども、年２回行ってそれにあわせて社会福祉協議会においても年２回実施し

ていると、ただ、健康診断の結果、それと検便の結果については市の方、子育

て施設グループの方では保有してはございません。確認はすることはあっても

保有まではしておりません。 

問（１４） 今の健康診断の結果の保有ですけど、これはどうなんですか、考

え方としては子供たちの児童施設に限らず、高齢者の施設等もありますけども、

そこに携わる職員の健康管理というのは、その事業所お任せということでね、

やってはいかがなものかなというのは私の考えです。それは公的な資金がそれ

ぞれの施設、事業者に支給されているという関係で、何かあったときには最終

的には行政が責任を取るんだよということもスタンスとしては持っているわけ

ですから、その点では一定の結果も含めて行政が情報としては把握していると、

常にね。そういう状態に持っておくべきではないかというのは、そういう考え

でおるんですけどもどうなんですか。 

答（子育て） 健康診断については年２回ということですので、その保有をし

なくても、逆にその健康診断を行ったときに確認をすればそれでいいのかなと

いうふうなことです。あくまでも市の方で保有するのではなくして、それはも

ちろん事業主のもとで健康管理をしていただくんですけども、ただ、私の方、

委託料もお支払いしておりますのでそういった状況は健康診断の結果で確認を

させていただくということでございます。 

問（８） １４０ページ、先ほどから質問も出ておりますけれども、たかはま

夢・未来塾事業の中で金額の内容についてはお聞きしたんですけど、学校講演

会での内容といいますか、学校からの希望があったということですけれど、内

容を簡単に、それからそれを聞いた子供たち、あるいは先生方の反応といいま

すか反響がどのようであったかということをお聞きしたいのと、それがいわゆ

る未来塾の方の講座の方に何か子供たちに喚起されてそちらに講座を受けよう

とか、そういうような反応があったのかどうかお聞きしたいのと、それからい

きいき広場事業のロボットコースというのがありまして、そこの受講生が世界

大会で優勝したということなんですけど、そういうことは未来塾の講座に即匹
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敵するといいますか、したらというような講座だと思うんですけど、そういう

ようなことをリンクさせるというか、何かそのような考え方があるのかどうか

ということをお聞きしたいと思います。 

答（こども） 未来塾の学校講演会の内容ということですが、先ほど少し触れ

させていただいておりますが、各学校からの要望を取り入れまして、未来塾の

スタッフが講師の交渉から当日の運営までを行っております。その中で各学校

それぞれの希望ということで高浜小学校につきましては女子マラソン選手の有

森裕子氏、吉浜小学校につきましては国語学者の金田一秀穂氏、高取小学校に

つきましては教育サポーターの仲島正教氏、高取小学校につきましては２回ほ

ど行っております。宇宙航空研究開発機構ディレクターの石川隆司氏、それか

ら港小学校におきましてはＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス代表の鬼丸昌也氏、

港小学校の全校を対象に、先ほど申し上げましたがヨーヨーの世界チャンピオ

ンの鈴木裕之氏、翼小学校におきましては作曲家、校歌の作曲者であります清

澤久恵氏、女子マラソン選手の有森裕子氏、高浜中学校につきましては１、２

年と３年生と分けておりまして、１、２年生につきましてはアイ・シー・シー

代表取締役の千田潤一氏、３年生につきましてはＮＰＯ法人ＫＥＥＰ ＯＮ Ｒ

ＡＣＩＮＧの太田哲也氏、南中学校におきましては詩人で童話作家の鬼頭隆氏、

こちらの講師の方をお呼びしております。子供たちと先生方の反応ということ

なんですが、子供たちとしましてはこういうような著名な講師の先生から学ぶ

こと、その楽しさ、また、努力とかその素晴らしさが伝わってきて子供たちは

とても感激、感動して真剣に講演を聞いておりました。先生方につきましても

学校の希望を取り入れたということもございますので学校の方としましてはな

かなか学校では呼ぶことのできない講師の方をお招きすることができてよかっ

たという御意見をいただいております。未来塾への講座への動きということで、

１８年度は少し人数的にも少ないんですが、１９年度につきましてはすでに４

月から始めておりまして、今回も夏休みを利用したのは３３人の参加者をいた

だいたという中で、徐々に人数はふえています。 

問（８） ということは先ほど費用に対して十分な効果があったとお考えにな

っているわけでしょうか。 
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答（こども） はい。この未来塾の事業ですが、２０年、３０年先を見据えた

事業ということで、今回やったのが即、それがすぐにつながるようなものでは

ございませんので、２０年、３０年先の、子供たちが成長した、それが評価か

なと思っています。 

問（８） 先ほどロボットクラブだったかな、未来塾とは非常にふさわしいよ

うな事業だったと思うんですけど、そういうのをこちらの方でそのままという

ことではないかもしれないですけど、何か考えることはないのかなという気が

しますけど。 

答（こども） 発明発見クラブのロボットの関係です。世界大会に今年行かれ

ました。それで今、未来塾の事業という形で今後そちらの方も取り入れた形で

事業を進めていけるような方向で今、考えています。 

 

休 憩 午後２時２３分 

再 開 午後２時３３分 

 

４款 衛生費 

問（１３） １６３ページ、補助金で、高浜市生ごみ堆肥化促進補助金が５９

万９，８００円出ておりますが、１８年度に出たものの数なのか、これまでに

出た数なのかをお示しください。それから、その際にコンポストがどれだけ、

密閉バケツがどれだけ、生ごみ処理機がどれだけという、補助金の額もお示し

ください。 

答（市民生活） 主要成果１６３ページの上段の生ごみ堆肥化促進補助金の件

でございますが、こちらに記載の数字というのは１８年度の実績でございます。

それで、平成５年度からこの事業はスタートしておりまして、累計を申し上げ

ますとコンポストで１，７９２基、密閉バケツで６６４個、生ごみ処理機で、

これはまだ今年が３年目ということでございますが、全部で９５基という状況

でございます。補助額につきましてはコンポストが１基３，０００円、密閉バ

ケツが５００円、生ごみ処理機が２万円というものでございます。 

問（１３） わかりました。１６４ページのごみ処理事業の中の不燃物埋立場
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借地料が３筆出てますが、これがどれぐらい埋め立て場としてもつ予定なのか、

そのあたりもお示しください。 

答（市民生活） 不燃物埋め立て場でございますが、実は平成１７年度におき

まして、４００ｔの掘り起こしを行いました。過去に埋めたコンクリートガラ

でありますとか、プラスチック類、そういったものはリサイクルに回しながら

焼却できるものは燃やす、それと最終的に埋めることしかできないものについ

ては別の産業廃棄物の最終処分場の方に持ち込んで、まだ３００ｔ以上の空き

はあるということでございます。 

問（１３） わかりました。そうしますとしばらくの間は大丈夫ということで

すね。 

 

５款 労働費 

問（１３） １７０ページの３節、市民生活援助事業、市民生活安定資金信用

貸付保証状況で、普通貸し付けが１件５０万円あるだけですが、借りやすく若

干変わったかと思うんですが、まだまだ借りにくいという面ではもう少し改善

が必要ではないかと思いますがどうでしょうか。 

答（市民生活） 私どもも少しでも借りやすい制度にということでいろいろと

考えているわけですが、要は、最終的にお貸しするのは金融機関ということも

ございまして、金融機関の貸付制度の枠というのはなかなか越えることはでき

ないということでございます。今後ともいろいろ検討はしてまいりますので御

理解いただきたいと存じます。 

 

６款 農林水産業費 

問（３） 主要施策成果説明書の１７５ページ、６款１項３目の土地改良事業

の農地・水・環境保全向上対策支援事業業務委託ですが、活動組織２地区の対

象面積はどのようになっていますか。 

答（地域産業） 吉浜地区では、小池町一円の農振農用地域内の田んぼ２１ｈ

ａ、畑１ｈａ、合わせて２２ｈａの面積を対象に吉浜地域のみどり環境保全会

が活動を行っていくものでございます。高取地区につきましては清水町、向山
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町一円の農振農用地域内の田９８ｈａ、畑５ｈａ、合わせて１０３ｈａの面積

を対象に高取みどり会が活動を行なっていくものでございます。 

問（３） 吉浜地区みどり環境保全会と高取みどり会の活動計画はどのような

内容で進んでいるのかお聞かせいただきたいと思います。 

答（地域産業） 吉浜地域みどり環境保全会と高取みどり会の活動内容はほぼ

同じでございまして、活動項目は基礎部分と誘導部分の二つございまして、基

礎部分では遊休農地等の発生状況の把握、農業施設の点検を行い共同作業計画

の策定、農業施設周辺の草刈り、水路の泥上げの実施でございます。誘導部分

ではまず、農地・水向上活動として、毎年農業施設の機能診断を行い、年度活

動計画を策定しまして、開水路及び農道法面等の初期補修、パイプラインの通

水試験、異常気象後の見回りと応急措置等の実施でございます。それから、農

村環境向上活動として、地域住民の参加を促す広報・啓発活動を行いながら農

道等のごみ拾い、道路及び水路沿いに花の植え付けなどを行う計画となってい

ます。 

問（３） 同じところで、３目のかんがい排水事業ですけども、高浜市土地改

良区の補助金ですが、高取地区の土地改良総合整備事業の平成１８年度の工事

概要について説明をお願いします。それと、この事業の完了で高浜市内のほ場

整備が済んだ地区の用水のパイプライン化は完了したのかどうかお尋ねします。 

答（地域産業） 平成１８年度の総事業費は、９，０３０万円で、用水路工と

して管径７５mm から３００mm を１，２７２ｍ、排水路工、管径３００mm

から７００mm を１，２５９ｍ、区画整理を４．３ha 行ないました。高取地区

土地改良総合整備事業が平成１８年度で完了したことにより、市内のほ場整備

実施済地区での用水路はパイプライン化が完了しました。 

 

７款 商工費 

 

質 疑 な し 

 

８款 土木費 
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問（１０） １９８ページの神明社跨線橋耐震対策工事を名鉄に委託しておら

れますが、工事の着手、また、１２月の末には開通するような説明がございま

したが、現在の進捗状況などをお知らせ願いたいと思います。 

答（都市整備） 神明社跨線橋耐震対策工事の進捗状況でございますが、完成

を１００％としますと、今年の８月末で進捗率は約７４％となりました。計画

工程表と比較しますと約半月分実施工程が進んでいますので予定通り今年の１

２月末に開通できると見込んでいます。開通の時期については、今後の作業の

進捗状況にもよりますが、できるだけ早く開通をさせたいと考えていますが今

の時点では予定の１２月末より早くできると思います。 

問（１０） 工事は順調に進んでいるようですが、今後の作業はどのようにな

っているのか教えていただきたい。 

答（都市整備）橋の今後の工事の作業ですけれども、実は９月４日と今朝にな

りますけれども、橋の桁を夜間で乗せる作業をしました。いずれも順調に済み

まして、今朝１２日の２時に桁はかかりまして、皆さん電車で通られると、上

を見ると橋のようなものがかかっているということがわかります。その後です

が、床板の工事を行っていきます。あと、ガス、水道の添架工事、防護柵の工

事、取付け道路の関係ですね、そういった工事を行っていきます。 

問（１３） ２０８ページの借上公共賃貸住宅の関係ですが、この前、総括質

疑で話が出まして、今現在１３戸空き家があるという話が出ましたが、これは

１８年で空き家になっていると思うんですが、１９年度で１３戸空き家になっ

ていると思うんですが、１８年度ではいくつ埋まったのか、そこを教えてくだ

さい。 

答（市民生活） 今回の総括質疑の中でもお答えしましたけども、実は空き家

の常時募集がすべて切りかえることができたというのは、ほとんど年度末近く

ということもありまして、１８年度では大きな効果は出ておりません。一番最

高で２４戸であったものが、２１とか２０というふうな状況には３月ごろには

なりましたけども、１８年度中はまだそんな状況でございました。 

 

９款 消防費 
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問（１３） 広域消防事業が４億３，４４７万６，９４２円と出てますが、こ

れは１７年度よりも１，５００万円ぐらいふえてると思うんですが、広域消防

にする前ですね、１３年でしたか、前を調べてみますと１億円ぐらいでしたか

ね、費用がかかってるんですが、こういう点はどのように考えてみえるのかお

示しください。 

答（生活安全） 衣浦東部広域連合分担金の関係でございますが、まず、平成

１７年度の分担金額でございますが、こちらが４億３，８９２万２３９円、こ

れに対しまして平成１８年度が４億３，４４７万６，９４２円ということでご

ざいますので、決算額といたしましては減額となっております。それから、以

前の消防費と比べて広域連合の分担金になってから１億円ぐらいふえているん

ではないかということでございますが、現在、連合の分担金につきましては、

平成１５年以降、大体４億３，０００万円から４億４，０００万円前後で、大

体分担金としてはこのくらいの額になっているわけですけれども、過日の一般

質問でもございましたけれども、消防の広域化でどんなメリットがあったかと

いう御質問に対しまして、火災に対する体制、それから救急に対する体制、こ

ういったものがですね、連合発足前と比べて格段に充実しているという状況が

ございます。こういったことをですね、本市単独でやった場合にはですね、現

在、分担金として支払っている金額ではとてもここまでの体制はできなかった

であろうということで考えておりますのでよろしくお願いします。 

問（１３） 今みたいに点で火事があったり、ある場合はあちこちからね、見

えてけっこうだと思うんですが、地震なんかがあった場合、天の川じゃないで

すけど、ずっと、線といいますか、流れといいますか、一つの地域がずっとつ

ながってありますし、あちこちで家が壊れたり、いろんな状況が出てくると思

うんですけど、そういうことになった場合に今みたいに一つの点のところに集

中してかかるということは無理だと思うんですよね。そういう点でやはり今み

たいな火事や病気の人のことだけを見てるんではなくて、もっと広く見ていか

ないと大変なことになると思うんですが、そういう面ではやはり１億円をかけ

てというのはちょっと問題があるんじゃないかと思うんですが。 

答（生活安全） ただ今の御質問は広域的な大規模災害が起こった場合の対応
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のことを御心配しての発言だと思いますが、広域的にですね、大規模災害が起

きたときにはですね、これはもう行政だけではとても対応できるものではない

ということはですね、皆さん方すでに御案内のことだと思います。こうした際

にはやはり地域の方ですとかですね、そういう地域の力をやはり支えにしてと

いうんですかね、対応するしか方法はないんじゃないかなと、そういう中で中

央に司令部を持つ広域連合がですね、その通信施設機能ですとか、車両を使っ

て、それぞれの地域で中心的な役割を果たすと、そういった形に対して行政で

すとか地域住民ですとか消防団ですとかそういう方たちが力をあわせて対応し

ていくということが現実的な対応ではなかろうかと考えています。 

 

１０款 教育費 

問（４） 成果説明書２１９ページの児童生徒健全育成事業について伺います。

この中の、通級指導担当と特別支援教育サポーターというのがあるんですけど

も、特別支援教育のための人的支援者だと思いますけども、この二つの違いと

いうのをお聞かせいただきたいのですが。 

答（学校経営） 御指摘のとおり、これは特別支援教育にかかわる支援者でご

ざいます。まず、通級指導担当教員は、通常学級に在籍している発達障害や言

語障害、情緒障害等の障害のある児童を週１時間から数時間程度取り出して、

個別の学習指導を行います。したがいまして、小学校の方に配置していますの

で、小学校の教員免許のある方にお願いしています。それから、特別支援サポ

ーターは学校ではスクールアシスタントと呼んでおりますが、通常学級に在籍

する発達障害のある児童のいるクラスに入り込んで、主として生活支援を行っ

ていただいております。したがいまして学習支援が目的ではありませんので、

これも小学校の方に配置しておるわけですが、小学校の教員免許は必要ありま

せん。しかし、支援する場面においては学習に関する指導も想定されるもので

すから、それに対応できるように殆んどは中学校の免許ですとか、養護教諭の

免許を持っていらっしゃる方にお願いしております。 

問（４） それでは、１８年度における具体的な配置状況と指導、支援にかか

わった児童数の実績を教えてください。 
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答（学校経営） まず通級指導担当教員ですが、従来から高取小学校には県費

負担の正式教員が配置されていますので、それ以外の学校に割り振らせていた

だいているわけですが、該当児童の比較的少なかった高浜小学校と翼小学校は

２校で１人兼務ということにしております。吉浜小学校及び港小学校にはそれ

ぞれ１人ずつ、計３人を市の非常勤という立場で配置しておりました。各校の

平成１８年度の実績では、小学校５校全体で約３０人の児童が該当しました。

一方、スクールアシスタントは各小学校に１人、市の非常勤という立場で配置

しました。各校の実情にあわせて、入り込むクラスを適宜変更していることも

あり、小学校５校で約４０人ほどの児童が該当しました。 

問（４） ありがとうございます。非常に大事なところだと思います。今後ま

た、この通級指導担当とか特別支援教育サポーターという方々をふやしていく

というか、あるいは配置をこの１８年度やってみてですね、来年度こうしてい

きたいというような思いは何かあるのでしょうか。 

答（学校経営） 今申し上げているのは１８年度の実績ですので、早速１９年

度は市当局の御理解もありまして、アシスタントの方は中学校にも一人ずつ配

置することができております。通級も先ほど申し上げましたように、翼小と高

小で２校で一人というのを一人ずつというふうに増やすことができました。今

年度はもう少し、有償ボランティアという形で全く、もっとフリーな形で地域

の方々にもお願いできるような、これをスクールサポーターと呼んでいるんで

すけど、そういった方々を各校が採用して予算内でお願いしているという、そ

ういうふうに順次広がっています。 

問（１３） ２２０ページをお願いします。私立高等学校等の授業料補助事業

１１８万９，２００円出てますが、対象者６５名ということですか、どれくら

いの人数が出されているのかお示しください。 

答（学校経営） 御質問の私立学校の授業料の補助事業の１１８万９，２００

円のことですが、対象者は６５名いらっしゃいます。今年これが平成１８年度

の実績でございます。 

問（１３） 対象者６５名はわかるんですが、１年間で１万２，０００円と２

万４，０００円でしたか、あったような気がするんですが、これは何名ずつ出
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されているのか、そこを教えてください。 

答（学校経営） 対象者の種別なんですが、２万４，０００円の方が３５名、

１万２，０００円の方が２９名、１，２００円の方が１名でございます。 

問（１３） １，２００円という方もみえたんですね。どう考えても１年間で

これだけというのはちょっと少ないと思いますのでもう少し上げていただきた

いと思います。それと次の９番です。学校評価事業ですが、学校の検討委員会

の講師というのも謝礼が出てますが、先生方も入って検討されるのか、そのあ

たりについてもう少し詳しくお示しください。 

答（学校経営） 研修会及び検討委員会講師謝礼ということですので、まず研

修会といいますのは学校組織マネジメント研修というのをずっとやっておりま

す。この学校評価活動では非常に功名のある木岡一明先生という方を呼んでお

るわけですが、その方を夏休みの終わりの方で三日間、教職員を対象に研修を

行っています。その講師料と、それから学校評価検討委員会というのを年３回

開いております。その内の２回につきまして、名古屋大学の南部先生という学

校評価では有名な方なんですが、その方に来ていただいてその時には各校一人、

管理職が集まって今の学校評価のあり方について検討しているというそういう

会を開いてそういうための講師料でございます。 

問（３） １０款３項１目、中学校の工事請負費ですけど、２２６ページ、南

中学校の南校舎便所改修工事、その内容については昨日見学はさせてもらいま

した。市内の小中学校校舎の便所改修の状況はどのようになっていますか。 

答（学校経営） 小中学校の校舎便所の改修は１棟１系列、洋式及び多目的ト

イレを現地で視察していただいた形態で設置をすることで進めています。平成

１８年度までには５つの小学校、高浜小学校、吉浜小学校、高取小学校、港小

学校、翼と南中学校、平成１８年度で終わりました。高浜中学校だけがまだ設

置されていません。 

問（３） 残っている高浜中学校の設置予定ですが、便所改修の今後の予定は

あるんでしょうか。 

答（学校経営） 高浜中学校の改修の予定は実施計画においては平成２０年度

に予定しております。高浜中学校の南校舎に配置する予定でございます。今後
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ということですが、この便所改修については全小中学校に１棟１系列が、高浜

中学校をやれば終了します。平成２０年度に終わる予定です。それを終えたあ

とは全校に１棟に２系列を目標に配置を順次進めていく予定と考えています。 

問（１３） ２２４ページ小学校教育振興事業、ここにきちんと学校図書の費

用がのってないんですが、学校図書の蔵書冊数といいますか、どれぐらい今、

入っているのか。それから今、学校の図書館はコンピューターが入って誰が何

ていう本を借りていったというのがわかるというふうに聞いているんですが、

学校の図書を利用してない子というのはわかるんでしょうか。 

答（学校経営） 各学校の図書館の蔵書数ということだと思います。順次、７

校蔵書数がありまして、高浜小学校は約７，９００冊、吉浜小学校が約１万１，

６００冊、高取小学校が約１万２，３００冊、港小学校が約８，９００冊、翼

小学校が約８，８００冊、高浜中学校が約１万５，１００冊、南中学校が約１

万３，４００冊、そんな状態でございます。あと、コンピューター化されて、

借りてない人がわかるかどうかという御質問だと思いますが、実はコンピュー

ター化しまして借りていていただく本を管理したり、何が貸し出ししたりとい

うのを機械的に円滑に行うようにやっております。借りてないという人をチェ

ックというのはやっておりませんのでよろしくお願いします。 

問（１３） 借りてない人を問題視するわけじゃないんですが、やはり学校の

図書をみんなが利用して学んでいくというのはせっかくありますし、元々の主

旨だと思うんですが、できれば子どもたち全員が図書を利用して学ぶ、毎日の

生活の中に生かしていくといいと思うんですが、特に最近は本を読むことが少

なくなっているし、それから今、学校では朝、本読みのあれをやってみえるそ

うですので聞く方は好きだと思うんですが、なかなか自分で読むというのが全

員のものになってないんじゃないかというのはありますので、ぜひそういう面

ですすめてほしいと思います。 

答（教育長） 先ほどの杉浦敏和委員の御質問の中でトイレ改修のことでござ

いますが、御理解がもし間違っていたらいけないのでちょっと私の方から補足

の訂正をさせていただきたいと思うのですが、基本的には平成２０年度、来年

度また予算をお願いするということで、高中をやらせていただければ各学校１
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系列で全部終わるということになります。それでこのトイレにつきましては２

系列を行うのではなく、とりわけ今年、実は高中で身体障害者のトイレの工事

を行わせていただきます。トイレ環境についてはこういった状況を見ながらと

いうことも実は前提にございますので、今後はそういった障害者等々いろんな

状況が各学校において広がるような状況があるとするならば、そういったこと

も考慮していきたいということでございますので、その辺を御理解しておいて

いただきたいと思います。 

問（３） 見学させていただいた南中学校のトイレですと段差がまだあると思

うんですけれども、その辺を直していくというのが今度の２０年度の高中の関

係ですか。 

答（学校経営） 整備の方針なんですが、実は見ていただいた南中学校は入口

付近に５ｃｍ程度の段差がございました。現状、入口も狭く段差がないように

するという話もございましたが、車椅子等考えるような便所ではございません

ので、今のところ既設を利用しながら整備したという状況でございます。今後

もそういうものが発生しましたらですね、やはり利用形態によって是が非でも

改修しなければいけないところと、現況そのまま残してやるという考えで行っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

問（３） とりあえず１系列、１棟１系列というのか、やって、このあとの必

要性があれば１棟２列というのか、そちらの方でまた直していくというような

ことも考えられるということですか。 

答（教育長） 例えばですね、障害者の状況がありますので、今現実、障害者

トイレというのは吉浜小学校に設置してあります。あるいは車椅子で必要な場

合とか、それから先ほど南中学校で段差が少しあるという状況もありますが、

子供の状況によってそれでも十分そのトイレが、あの入口をちょっと見ていた

だいたトイレが男子、女子、両方から入れるような仕組みになっていたと思う

んですね、ですからそういう状況で使えるものについてはそれでやっていきた

いと、ただそれが全然使えない場合の状態のある生徒が来たときには、１棟２

列ではなく、それは別に考えていくということでございます。 

答（学校経営） 先ほどの内藤とし子委員の御質問ですが、おっしゃるとおり
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子供にとって読書活動は不可欠なものでございます。そのために各学校は朝の

読書タイムなどを設けたりとか、あるいは学校によっては年間３回ぐらいの読

書週間という強調週間を設けたりして本に親しむような活動を行っています。

もちろん御指摘のとおり読み聞かせボランティアの方も小学校なんかは入って

いらっしゃいますので、そういうことで聞くことによって興味を覚えて、それ

がまた図書館に行って本を借りるという、そういった活動にもつながっていっ

ておりますので、各学校それぞれに読書活動については力を入れていっている

と思っています。 

問（１３） ２２９ページ幼稚園の園舎借上料の関係ですが、吉浜の幼稚園で

すね、東海リース１８２万７，０００円、これあの最初２年使うという話で今、

何年なっているんでしょうか。ずっと使ってますが大丈夫なんでしょうか。そ

れといつなくす計画なのか。 

答（子育て） 主要成果２２９ページの東海リース、吉浜幼稚園のプレハブの

件でございますけれど、このプレハブについては平成１３年から使用しており

ます。いつまでということでございますが、今ですね、学校等施設整備計画策

定プロジェクトチームというものを組織しまして学校、幼稚園、保育園、含め

た中でその民営化、それに施設整備を検討している最中でございます。その中

で吉浜幼稚園のプレハブについてはどうしよう、取り壊して新たに増設するか

といった議論の最中でございます。１２月頃には一定の計画を出したいと考え

ています。したがいまして今時点はそんなプレハブが使い勝手が悪いとか、壊

れるような状況ではないというふうには認識しています。 

問（１３） 随分最初の予定より長く使ってると思うんですが、これは早く撤

去していただかないと、吉浜幼稚園は随分狭いですし芋の子を洗うといいます

か、そんなような運動会なんかなると大変な状況になりますので、ぜひまた、

そのためにも人の入所状況、そういうのが変わらないといかんと思うんですが、

今、いっぱいですし、この状態を高取幼稚園なんかなくすというような話も出

てますが、そんなふうになるとそれこそ益々いっぱいになってしまいますし、

ぜひそういうことがないようにしていただきたいと思いますが。 

答（子育て） 今、幼稚園の入園率というのは保護者の方々が核家族等により
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保育所に移行したという形で若干減りつつあります。でも吉浜幼稚園において

も、じゃあプレハブをなくして受け入れが可能かといった場合には、今現時点

しばらくというか、それは困難かと思います。高取幼稚園という話が出ました

けども、私どもまだ高取幼稚園を廃園するというような方針というのは打ち出

してはおりません。先ほど申し上げましたプロジェクトの中で高取幼稚園も含

めた上で検討しているということでございます。 

問（１３） 高取幼稚園はそうしますと廃園する予定はないけれども、どこと

どこをひっくるめて検討してるというんでしょうか。 

答（子育て） 今現在は廃園する予定はないということで、プロジェクトの中

で高取幼稚園をどのようにするかと、ただ高取幼稚園、御存知のように稗田川

の改修でかなり１ｍぐらい段差ができて、入口の方もかなり不便になるという

ような状況にもなります。高取幼稚園の建物というのは築３０数年過ぎてかな

り老朽化もしていると。でも高取幼稚園を廃園すれば今まで入っていた人数を

それだけのキャパシティをどこかに造らなければいけないということにもなろ

うかと思いますので、もし高取幼稚園をそこで廃園するのであれば違うところ

に持っていくということを含めて、今議論の最中でございます。 

問（１３） その議論してみえるということですが、いつぐらいに結論を出す

というのか、話がまとまるというのか、いつぐらいを目途に検討していくんで

しょうか。 

答（子育て） 先ほどもちょっと触れさせていただきましたけども、本年の１

２月には中間報告を出したいということで、その際には皆様方にまた御報告い

たしたいと思っています。 

 

１１款 災害復旧費 

 

 質 疑 な し 

 

１２款 公債費 

 



60 

 質 疑 な し 

 

１３款 諸支出金 

 

 質 疑 な し 

 

１４款 予備費 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 一般会計歳出の質疑漏れがありましたら許可いたしますので、質疑に

ついてはまとめて行ってください。 

答（後藤副市長） 先ほど内藤とし子委員さんの御質問に対しまして、幼稚園、

保育園、あるいは学校施設も含めた更新、あるいは民間委託の計画について、

今内部で議論しているということを申し上げました。これにつきましては実は

議論が非常に多岐に渡りまして、最終的な結果が年度内にまとまるかどうかと

いうような状況を今想定しております。たまたま内部的な検討資料をまとめる

上で、中間的な報告が必要だということで先ほど１２月ぐらいに中間的な報告

をまとめたいということを申し上げましたけれども、これにつきましてはあく

までも行政内部での中間報告ということでございますので、公表をする考えは

ございませんので、それだけ御了承をいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

休 憩 午後３時２６分 

再 開 午後３時３５分 

 

認定第３号 平成１８年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について 

歳入歳出一括質疑 



61 

問（１３） もらった資料によりますと、資格証明書が３件と短期証明書が２

００何件ありましたが、資格証明書の３件についてはどのような方なのか、お

年が若い方なのか、年の多い方なのか。それから、短期証明書の方がふえてる

かと思ったんですが、そこもお示しください。 

答（収納） 資格証明書発行世帯３世帯となっていますが、お一人ずつ申し上

げますと６７歳の男性の方がお一人、６４歳の女性の方一人、４２歳の男性の

方一人の三人で何度も滞納整理等行かせていただいてますが、本人と接触がで

きないという形になっています。   

答（市民窓口） 短期保険証の発行世帯数が前年と比較して８５世帯ばかりふ

えています。これについては平成１８年度が保険証、被保険者証の更新の時期

に当たっており、新たな滞納の方、現年分の収納率を見ていただくとわかるよ

うに現年分の滞納もふえています。こういったことから短期保険証の方がふえ

たと分析しています。  

問（１３） 先ほども出ましたが、急に所得が減ったりして払うのが困難にな

ってきたという場合もありますので、そのあたりも親切にやっていただきたい

と思います。国の方に以前のように４５％まで戻すようにということをいつも

言ってるんですが、国の方にそういう働きかけをしてるのかどうか。  

答（市民窓口） 資格証明書だとか短期被保険者証の発行については、要綱に

基づいて処理させていただいていますが、あくまでも納税相談とかいろいろ本

人と面談をする中で御本人さんの事情等も踏まえて、適切に対応させていただ

いているところですので、御理解いただきたい。それから国民健康保険制度に

対する国への要望ということですが、全国市長会では国民健康保険制度等に関

する要望ということで厚生労働省に対して、例えば当面の財政措置の拡充及び

制度運営の改善等についてだとかさまざまな国保関連の要望もさせていただい

ているところです。その点御理解いただきたいと思います。  

問（１３） さまざま要望してるというお話ですが、４５％まで戻すようにと

いう点ではきちんと要望の中に入っているのかどうか。それから、２７７ペー

ジに健康づくり推進事業の中ですいすい健康教室実施委託というのがあります。

株式会社コパンでのってますが、それと国保のヘルスアップ事業、これも株式
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会社コパンでのっていますが、保険加入者対象にということですから、国保に

入ってみえる方はコパンに行けると思うんですが、内容的にはどのようになっ

ているのか。  

答（市民窓口） 国庫負担率の引き上げの関係については、要望の中には含ま

れていないと理解しています。また、すいすい健康教室と国保ヘルスアップ事

業の健康指導の部分を株式会社コパンの方に委託しています。これは、プール

を持ってみえるということで、水中運動等ができるということで、こちらの事

業所にお願いしています。すいすい健康教室については対象を国民健康保険加

入者という形でやらせていただいてますが、国保ヘルスアップ事業については

原則は国保の加入者を対象としていますが、実際はこの事業が一定の生活習慣

病のリスクのある方ということで、前年度の住民健診で引っかかった方、こう

いった方を対象としています。そういった方に御案内を差し上げたところ、社

保の関連の方も実際参加をされています。そういうことで国保ヘルスアップ事

業については一部、社保の方もおみえになるということです。  

問（１３） 国の方に４５％まで戻すようにという件については、しっかり入

ってないというように聞こえたんですが、もし入ってないとしたら、ぜひ要望

を入れてほしいということと、すいすい健康教室の国保ヘルスアップをコパン

でやってるのはなぜかということと費用はどのようになっているのか。  

答（市民窓口） まず、要望の件については賜っておきたいと思います。すい

すい健康教室の関係についてはコパンさんの方に１２１万８，０００円でお願

いしています。これは先ほども若干申し上げましたが、プールがあるというこ

とといろんな指導者の方も働いてみえてコパンにあっては各地で同様の事業も

やってみえるという実績等も踏まえ、お願いをしているところです。国保ヘル

スアップ事業についても生活習慣病のリスクをいかに下げるかという事業の中

で、やはり同じように運動指導、水中での運動指導ということが要求されると

ということで、市内ではプールをお持ちの事業所という点ではここしかないと

いうこともあり、ここでお願いしています。   

問（１３） 何名ぐらいの方が利用してみえるのか。  

答（市民窓口） すいすい健康教室については、年間４コース開催しています。
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１コース当たり３０人の定員ということで行っていますが、若干多めに募集し

ていますので受講実績としては１２７名の方。ヘルスアップ事業については定

員３０名で募集しましたが、２１名の申し込みがあり、２１名で実施したとい

うことです。 

問（１４） 今の関連しますが、短期保険証明書、資格証明書の件ですが、２

６６ページに関係しますが、先ほどの答弁では資格証明書の解決に当たっては

それぞれ担当が御努力をされているという中で、本人と接触ができないという

ことを言われましたが、実際にはどういう取り組みをされてこういうふうにな

っているのか。それから、短期証明書については４５２件。これは所得ランク

で見た場合に比率的でいいですが、どういった所得層の階層のところに市とし

て位置づけられているのか。そういったものがあればお示しいただきたい。そ

れから、もう一つは資料要求で出されてきた中身で要求しておきたいですが、

ページ数でいくと資料の１８ですが、滞納者所得階層別の世帯数（滞納分）と

いうところで、所得階層で７００万円を超えるものについて当該年度で１６世

帯。全体の割合では１．４％。所得的には申し分ないような所得をしている方

が一面ではこういった扱いをしているということについては、いろいろ問題が

あると思いますが、このあたりもどんな取り組みをされているのかということ

です。それから、もう一つは、資料の１６ページですが、一般会計からの繰り

入れですね、国保に対する、一人当たりに置き換えますと当市の場合は１万１，

５２５円と、県下３５市の中で繰入額というのは下から３番目と非常に少額だ

と当該年度ではみられますが、これが先ほど言ったような資格証明書、そうい

った人に該当するのかよくわかりませんが、納税意識の欠如というところがあ

るかもしれませんが、あるいは短期証明証になっている人たちの経済実態との

絡みが、その点では保険料が高額、負担だというところにつながっていってい

るそういう要因もつくっているんで、できれば払いたくても払えないという人

もいるわけですから、払えるような保険料の設定になるように繰入額の見直し

を私はこの際していくべきだと思いますが、そのあたりの見解を踏まえてお答

えいただきたい。  

答（収納） 先ほど資格証明証の発行世帯３世帯ということでどのような状況
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かということですが、すべて未申告の方です。こちらの方も過年度分というこ

とで滞納もありますので、夜間等こちらから訪問させていただいてますが、何

度訪問しても留守という方もみえますし、両親の方と住んでみえてその方だけ

不在ということを両親の方から聞きますので、昔は高浜にいた方たちなんです

が、そういう方たちは分納誓約というのも取ってるんですが、なかなか不履行

ばかりということで、それ以降一度も接触ができない方が３人です。  

答（市民窓口） まず、短期証の所得階層別のデータは申し訳ありませんが持

ち合わせておりませんのでよろしくお願いします。また、７００万円以上の方

が１６世帯あってということなんですが、やはり、納税というのは御本人さん

の意識の問題でもあろうかと思っています。先ほど収納グループさんの方でも

お答えしているとおり、滞納整理だとかについては国保の担当の方も収納グル

ープと一体になっていろいろやっているわけですが、こういった滞納が発生す

るということです。また、繰り入れの関係についてはこれまでにもお答えして

いるとおり、やはり、まずはルール部分については原則としてきちんと繰り入

れさせていただくという中で運営をさせていただきたいという考えでやってい

ますので、ルール分を超える繰り入れについては今のところ考えていないとい

うことです。  

問（１４） 短期証明証のことですが、今データを持っていないと、所得ラン

クの比率ですが、これはつくっていないということなのか、あるけども委員会

に持ち合わせていないということなのか、どちらですか。  

答（市民窓口） つくっていません。  

問（１４） ないということね。では、今後のこともありますので事務がふえ

ることになりますが、この種の短期証明証を発行していくその世帯を少なくし

ていくという取り組みにもつながっていく資料になりますので、ぜひ作成方を

求めていきたいと思います。また、繰り入れについては資料的には歴然として

いるので、このところでは払いたくても払えないという人たちの解消を図って

いくためにも一定の繰入金の増額というのは今後の検討だと思いますが、要請

しておきたいと思います。 
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認定第４号 平成１８年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定につい 

て 

歳入歳出一括質疑 

 

 質 疑 な し 

 

認定第５号 平成１８年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

歳入歳出一括質疑 

 

 質 疑 な し 

 

認定第６号 平成１８年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

歳入歳出一括質疑 

問（１４） ３０１ページですが、この会計の中に収入未済、不納欠損が対前

年で増加していますが、この理由についてどういうことなのか。それから、二

つ目は、供用開始に伴って接続率をどういうふうに考えているのかということ

をお聞きしたことがありましたが、その際示されたのが５年で９０％というこ

とを一つの目安としていると、私の理解が間違ってたら訂正していただきたい

ですが、その５年間を９０％を目安と、今日これも資料要求して出されていま

すが、５年を経過した地域にあってもその９０％にとても届かない地域も地域

によってはあるわけですね。このあたりの一つの施策的なことにもなりますの

でどういうふうな対応を今後していくのかということ。三つ目は、これも指摘

をしていますが、公共事業全体の面整備が向こう３０年後ということが計画的

には言われている中で、今環境問題だとか財政負担の問題等があって３０年後

を展望していきますと、またずいぶん変わるということもあるんで、早急な対

応が求められているということが言えると思うんですね。その点では、公共下

水道一本やりはいかがなものかというのが私どもの見解ですが、その点で計画

の見直しを図って環境浄化あるいは経済的な負担、財政負担の軽減を図る意味
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で合併浄化槽への切り替えというのを視野に入れて計画の見直し全体として行

っていくべきだということをどう考えているのかお聞きしたい。 

答（上下水道） 不納欠損については、下水道使用料の不納欠損ですが、中身

的には市外転居されたり、転居先不明等々です。下水道の普及率のことですが、

普及については私どもも最善の努力をしていかなければならないということで、

平成１８年度、昨年度から総合サービスの方に下水道の普及推進というような

形で接続率を上げるということで臨戸訪問させていただいて鋭意努力させてい

ただいていますので、御理解をいただきたいと思います。 

答（都市政策部） 公共下水をこのまま続けていくか合併浄化槽にするかとい

う御質問ですが、これについては以前からも御質問をいただいていますが、私

どもとしては現在の公共下水道事業を進めさせていただいて、それに基づいて

皆様の方に接続していただいて、事業が順調に進むように進めさせていただく

ような考えをしています。それで先ほど合併浄化槽を今後とおっしゃられまし

たが、やはり以前からお答えしているように、そのとき、そのときの状況があ

りますが、やはり公共下水を進めさせていただいた方が今後のためになるとい

うことでお願いしてまいる所存です。  

問（１４） 収入未済、不納欠損の関係ですが、もう少し詳しく市外の転居等

も十分考えられますが、どういうふうな実態になっているんですか。明らかに

していただきたいと思います。それから、一定の目安、５年という目安をもっ

て９０％の接続率だという認識でいるけども、今の当局の方がそういう認識で

接続率の向上に努めているのかどうか確認しておきたいと思います。先ほども

言いましたように、これは平成１１年１０月３０日供用開始の地域、これにつ

いては水色部分で表示がされているので、例えば二池町あるいは高取の処理場

の北側、西尾知多線と稗田川との三角になっているところ、高取地域、そのあ

たりが水色地域に該当していて、そのあたりが平成１９年度で７、８年たって

いる中でずいぶんと目安とするところの接続率の乖離があるということなんで、

具体的な有効な手立てというのは私はその点では政策的に必要だと、接続率を

上げていくためにね。過般、私は指摘をしましたが、例えば費用負担が大変だ

ということでずるずると接続の必要性はわかりつつも経済的な問題でそれが先
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延ばしにされているという住民の方もいるわけですので、その点では工事費の

一定部分の助成をすると、全国的にやっている地域もあるもんですから、そう

いった方策も取り混ぜながら接続率の向上に努めるべきだと思うんですね。そ

の点で改めて見解を求めておきたいと思います。  

答（上下水道） 下水道使用料の不納欠損の内容ですが、水道料金と一緒に徴

収させていただいてるんですが、何分アパートなんかに住んでみえる方ですと

住民票を持ってこられなくて住んでみえてそのまま市外転居されていくという

ような形で人の移動の内容がわからないというのが市外転居の主なものです。

これは行き先不明というような形です。極力早く水道料金と一緒に徴収するよ

うな努力をしていますので、御理解の方お願いしたいと思います。個々の中で

は拾い上げの方していないんですが、普及率の関係ですが、個々に臨戸訪問さ

せていただいているわけですが、やはりお伺いしている中でお会いできた方々

の意見を承っていますと、家が古くなってるだとか建て替えをするときに考え

たいだとか、あるいはお年寄りだけの生活だと今はちょっとできないとか、そ

ういうようなことがあります。このまま息子たちがここに住んでくれるかどう

かもわからないというようなことも言われる方がありまして、そのようなこと

でなかなか進んでいないというのが現状ですが、臨戸訪問は続けていきたいと

いうことで普及率の推進を図ってまいります。 

答（都市政策部） １点、先ほど井端委員が１１年云々とおっしゃられたんで

すが、実はこの辺は逆に新しい家、合併浄化槽を入れておみえになって、まだ

年数がたってないもんですからまだというような事情もあります。先ほど論地

の方ですが、これについては最近は下水道が入ってますが、以前からやってま

だ合併浄化槽を使っておみえになります。そういう事情もあって公共下水を入

れるということも踏ん切りがつかない方もあると思います。ですけれども、今

後やはり一定の時間が過ぎてくれば、公共下水の方がいいということで変えて

いかれると私どもは思ってますし、そういうようなところへ先ほど言いました

普及員をお願いさせていただいて回っていますので御理解いただきたいと思い

ます。  
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認定第７号 平成１８年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

歳入歳出一括質疑 

問（１３） 一時、月ぎめで借りてみえる方がだいぶ話題になりましたが、今

はいくつぐらい月ぎめで借りてみえるんでしょうか。  

答（計画管理） 三高駅西駐車場の方で言いますと月に１７７台が定期貸しで

す。一本木駐車場は５７台、これは決算の状況ですので、一本木駐車場につい

ては今ちょっと減っています。  

 

認定第８号 平成１８年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

歳入歳出一括質疑 

問（１３） 未納の方が資料からするとふえていますが、年金がない方はどの

ような計算がされているんでしょうか。  

答（介護保険） 介護保険料については６段階という方式をとらせていただい

ていて、第１段階の方については生活保護の受給者の方、または老齢福祉年金

受給者の方で住民税世帯非課税の方、第２段階の方々については、課税年金の

収入額と合計所得額が８０万円以下の方で住民税世帯非課税の方、第３段階の

方については住民税世帯非課税の方ということになっています。ですので、年

金をもらってみえないということになりますと第２段階、仮にその方が住民税

世帯非課税の場合ですと第２段階ということで標準額の５０％という額に計算

されるかと思います。  

問（１３） そうしますと、第２段階でも月に２，０００円ぐらいは出るとい

うことでしょうか。  

答（介護保険） 基準額が４，２９６円ですので、第２段階の方ですと５０％

で月額換算しますと２，１４８円が介護保険料としてかかってきます。  

問（１３） 年金がなくてほかの所得だけということですが、それでも２，０

００円出るということは大変厳しいと思うんですが、やっぱりそういう方に対

しても市独自の減免制度が必要だと思うんですね。減免制度をつくっていただ

いて、それで生活していかないと、いくら収入があるといっても住民税が課税
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されるぐらいあればいいですが、そんなにない方になると大変厳しくなります

ので、減免制度をつくっていただきたいと思います。それから、国庫負担金が

国の方が１／４払うことになってるんですが、それだけ払ってないと思ったん

ですが、国庫負担金が国の方が１／５ぐらいしか払ってないと思いますのでそ

このところを改善していただきたいのと滞納者がずっとふえてるんですが、今

言ったような年金がなくて所得が若干あると、そういう方でも同じように介護

保険料が出るということで、ますます厳しくなってるんでそういう点での市独

自の減免制度を考えていただきたいということです。見解をお願いします。  

答（介護保険） 軽減については平成１８年度の介護保険法の改正により従来

５段階制であったものが第２段階をよりいっそう細分化し、課税年金収入と合

計所得額が８０万円以下の方々においては従来の７５％から５０％に引き下げ

られたところですので、市としての独自軽減は考えていません。それと国庫負

担金の率ですが、国庫負担金調整交付金というのが５％枠でありまして、その

５％枠がたとえば後期高齢だとか所得間格差によって高浜市の場合ですと１８

年度が３．１３％という交付率になっています。それと１８年度から施設給付

費に対する国の負担率が従前は２０％、２５％から５％を引いた２０％であっ

たものが今回においては１５％に引き下げられています。また、その５％の引

き下げの分については県費の方で補てんしていますので市としては変わりあり

ませんが、その分が国庫負担金が減っている要因かと思われます。  

 

認定第９号 平成１８年度高浜市水道事業会計決算認定について 

収入支出一括質疑 

問（１３） 契約水量が１万６，５００ｔになってから２年になるかと思うん

ですが、今の平均水量と１日の最大水量がいくつかというのをお示しください。  

答（都市整備） 平成１８年度の１日最大給水量ですが、１万５，７７２ｔで

した。１日平均給水量ですが、１万３，５８１ｔです。  

問（１３） １万３，５３２ｔですか。   

答（都市整備） 決算書の３１ページの方に。  

委員長 もし、わからなければ質疑漏れのところでやりますので、そこのとこ
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ろで質疑してください。  

問（３） 決算書８、９ページの資本的収入及び支出の支出で、翌年度繰越額

が１億１，０００万円となっていますが内容を教えてください。 

答（都市整備） １億１，０００万円翌年度に繰り越していますが、高浜配水

場の配水ポンプ盤等改修工事で老朽化した配水ポンプ１台並びに配水ポンプ盤

等を更新する工事等を含めて、平成１８年８月２９日から平成１９年３月２６

日までの工期で実施していましたが、別発注の高浜配水場耐震対策工事が完了

しなければ老朽化した配水ポンプの撤去工事や、新しい配水ポンプの基礎工事

等に着手ができない状況でした。そのために、工期を３カ月延長し平成１９年

６月２９日までとさせていただいたものです。なお、工事は６月２９日に完了

し、７月１０日にしゅん工しています。 

問（１４） 内藤委員に関連しますが、先ほどの話では１日最大給水量は１万

５，７７２ｔということでしたが、私どもが指摘してる点は県水の給水量です

ね、責任受水制承認基本水量とも言うんでしょうかね。その点で、それは１万

６，５００ｔだということなんですね。その点での水量の差が実態に即した形

でより縮めていくべきじゃないかと私たちは思っていますが、これは正確にし

ようとすると県の企業庁あたりがかなり抵抗するだろうということは目に見え

てますが、当市の水道会計との影響の中では、水を使う側として需要する側と

しては水道料金にも跳ね返ってきますので、より正確にしていくべきだなと思

うんですね。こういうことが、水余り、要するに水まわりがあるということを

捉えて県の方は徳山ダムをつくってみたり、その他の公共事業に過大な投資を

していくことにつながっているんで、これをやっぱり一定の時期、毎回問題に

するところですが一定の時期を捉えてきちんと県の企業庁にもの言っていくべ

きじゃないかと思いますが、今日までの取り組みと今後の対応についてどう考

えているのか聞いておきたい。 

答（都市整備） 承認基本水量１万６，５００ｔに対して実績が１万５，７７

２ｔということで、その差が結構あるわけですが、何回か言いますが高浜の配

水場、配水池の容量が高浜の配水場の方が４，０００ｔが２個で８，０００ｔ、

それから吉浜の配水場の方が６，５３０ｔ、計１万４，５３０ｔの容量しかあ
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りません。これをいかに有効に使っていくかということで今までやってきまし

た。施設をいっぱい使ってもそれだけのものしかないということですので、１

万６，５００ｔでも例えば１万６，０００ｔにするということですが、実績と

して過去に１万６，０００ｔ少し過ぎたものもありますし、今年度は、平成１

９年度ですが、過去最高の気温というのが８月の１６日か何日かに４０．９℃

多治見市で出ましたが、そういった自然との闘いと言ってはいかんですが、そ

ういったものに対応するためにも少しでも余裕があった方がより運用ができる

と、皆さんに安定した水を供給できるということもありますので御理解いただ

きたい。  

問（１４） 余裕のある水を供給するということで担当としてそういうふうな

立場で考えることは理解できないわけではないですが、それがしいては先ほど

言ったみたいに水道料金、過大な設備投資にもつながっていくわけだから、県

全体としては、高浜は１００％県水に頼っているという状況がありますが、こ

とさらその影響は大きいわけですので、ゆとりを持った水道事業、水の供給と

いうのは、それはそれとして非常に大事な視点ですが、片や料金等に跳ね返っ

てくる問題も水を使う側としては非常に問題が大きいわけですから、なるべく

その差というのは実態に即した形で見直していくべきだと思うんですね。業務

概要の１２ページに先ほどリーダーが言ったみたいに平成１４年度に日最大の

給水が１万６，０００ｔを超したということが実態としてあるということで、

そういったことを捉えて承認基本水量をふやしたというそういう経過を理解で

きないわけではありませんが、しかしながら、その後の経年的な推移をみると

いずれも１万６，０００ｔ内で収まっているというのが事実としてあるわけだ

から、その点ではもっと実態に即した承認基本水量にすべきだと思うんですね。

加えて、監査委員さんの意見書にもありますように今、時流としては節水型で

しょ。生活様式、さまざまな機器が、洗濯機一つとってみても節水型だし、あ

るいは住民の意識も水の大切さというのは、よく周知をされている。そういう

中にあって住民も節水に協力するという中で意見書の中では、意見書の６０ペ

ージに記載されていますが、給水人口の現状から考察して、水需要の大幅な増

加は期待できない、今後においても昨今の社会情勢等からして急激な収入増は
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期待できないという、そういう視点が意見書として見解が示されている中での

水道事業会計ですので、私はやっぱり先ほど話を戻しますが、実態に即した県

との基本水量にすべきだと、より実態に即した形でね。これは、大変、県とし

ても抵抗は強いと思いますが、ほかの地域、自治体で協力、協同ができるよう

な自治体がもしあれば、なくても単独でもかかる要請方を強力に推し進めてい

くべきだと思いますので、リーダーの答弁能力を超えるようでしたら部長の方

で答弁を求めたいと思います。 

答（都市政策部） この問題は毎年言われまして、私どもお答えさせていただ

いています。１万６，５００ｔと１万５，７７２ｔが大きいか小さいかという

ことになってきますが、やはり、水というのはどこでどうなるかわかりません。

確かに節水型になってきて皆さんが大切に使っていただいて、人口、世帯、使

ってみえる世帯とか給水栓の伸びについてあまりふえていません。ただ、今年

みたいに特別な異常な気象になれば当然たくさん使ってみえます。そのときに

先ほどグループリーダーが言いましたように安定供給ができなかった場合には、

果たしてそれが非難になったときにどう対応するかということもあります。で

すから、先ほど言いましたようにある程度余裕を持たせていただいて、水道事

業会計を運営させていただきたいと私どもは思っています。先ほどから１万６，

５００ｔの県に対してというお言葉ですが、それに関して私どもは県との話し

合いの中で一応相談等はさせていただきますが、現状、１万６，５００ｔでい

かせていただきたいと考えています。 

 

認定第１０号 平成１８年度高浜市病院事業会計決算認定について 

収入支出一括質疑 

問（４） 決算書の２０ページですが、ウの資本的収支のところで、病院事業

会計の企業債の繰上償還の状況とその効果がつかめるんであれば、そこのとこ

ろを。 

答（病院部） ２０ページに記載してあるように資本的支出の関係で病院事業

会計の繰上償還をさせていただいています。内容的には、決算書の３４ページ

にも記載してありますが、昭和５９年４月に借り入れをしました３億５，００
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０万円と昭和５９年１２月に借り入れをしました６億５，０００万円を利率が

記載してありますが、７．１％で病院建設費として財政融資資金を借り入れを

しました。この関係については以前から繰上償還等の声もお聞きしてましたの

で、東海財務局と調整させていただきまして、平成１８年度に協議が整いまし

たので利率の高いことから企業債の未償還金を少しでも減らしたいということ

で協議をさせていただきまして、平成１９年の３月に定期償還分後の残額２本

ですが、４億８，４７８万６，８２０円を平成１９年３月２６日に繰上償還を

させていただきました。この繰上償還することにより、次年度以降の補償金も

含めて利息等が２，８００万円ほど有利に働いているということです。  

問（４） 続きまして、２６ページのその他医療外収益､３節のところが前年

度対比２億４，０００万円以上に大幅に増加していますが、その理由を教えて

ください。 

答（病院部） ２６ページの６目、その他医療外収益、３節、その他医業外収

益が、前年度対比２億４，０００万円ほど大幅に増加した理由は、この表でい

きますと消費税抜きの数字なんですが、消費税込みの数字で説明をさせていた

だきますと平成１８年度が２億５，８７１万６，１４３円に対し前年度１，１

８８万８，７０２円で前年度と比較して２億４，６８２万７，４４１円と大幅

に増加しました。その増加した理由については、篤志家より匿名で、以前に身

内の方が病院にお世話になったということから、病院事業会計が大変な状況に

あるということをお聞きになられて、一般寄付金として２億４，９００万円の

寄付の申し出があり、私どもとしては、寄付の内容等使途についてもお聞きを

しましたが、特定の目的を希望しないということで一般寄付ということで収益

的収支の医業外収益ということで受け入れさせていただきました。内容等につ

いては、篤志家ということで詳細は分かりません。   

問（４） はい、ちなみに通常はこういう形で医業外収益という形でいいので

すかね。雑収入だとか、寄付金だとかいう名目でなくて、この状態でよろしい

のでしょうか。  

答（病院部） 本人さんとの話の中で、特定をした事業ではございませんので、

一般寄付金という形で篤志家の方からのお話がございましたので、収益的収入
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のその他医業外収益という形で計上させていただいたものです。 

問（１４） 決算書の２８ページですけれども、諸会費でお聞きしておきたい

と思いますけれども、現在会費については、当市が公立病院ということもあり

まして、全国自治体病院協議会に会費を納めていると、あるいは病院の開設者

協議会さらには、全国病院協議会と、このあたりに会費という形で支出してい

ると理解いたしておりますけれど、それはいずれもそこと当市の公立病院との

かかわりですね、たとえば、全国自治体病院協議会については、年に数回にわ

たって総会を初め研修会等々が行われているというのが実態だと思いますけれ

ども、大変厚労省との窓口の中では非常に重視される協議会だと私は承知して

おりますけれども、その場に市長初め担当の職員がですね、どうかかわってい

るのかというところを一つ聞いておきたいなと思います。 

答（病院部） ただいま、お話のありました全国自治体病院協議会に私ども年

会費を９万６，５００円支払いさせていただいております。特に社団法人全国

自治体病院協議会につきましては、会員病院の運営・管理を支援することによ

り、自治体病院事業の発展とその使命の完遂を図り、国民福祉の向上に寄与す

ることを目的として組織されている団体でございまして、公立病院１，１３４

病院が加入をされております。それで、委員の方からお話がございましたが、

定期総会とか研修会等開催をされますが、私ども平成１８年度につきましては、

病院の事業の収支状況が非常に良くない状況がありましたので、総会とか研究

会等には私どもは参加を見送りさせていただきました。平成１７年度につきま

しては、事務部長研修会とかそういう会合がございましたので、参加もさせて

いただいておりましたが、平成１８年度につきましては、経費の節減等を含め

て、そういう会議につきましては、欠席をさせていただいた経緯があります。

いずれにいたしましても、この全国自治体病院協議会といいますのは、会員病

院の運営とか管理等を支援していただけますし、委員会活動それから国に対し

まして、自治体病院に対する諸施策が適正に講じられるように要望等もされて

おりますし、私どもの昨年設置させていただきました病院事業改革検討委員会

の委員にも自治体病院の会長さんにも委員になっていただいた経緯もございま

して、非常に全国自治体病院協議会からの情報というのは、厚生労働省を通じ
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た資料等が即流れてまいりますので、私どもの位置づけとしては、重要な協議

会だというふうにとっておりますし、会議に出なくても資料はきちんと送って

いただいていますので、その内容は十分把握させていただいて対応していると

いう状況です。 

問（１４） 非常に重視されている全国自治体病院協議会ですので、私は当市

の病院に今見られている医師不足を少しでも解消して行こうという立場で、そ

れぞれ担当初め市長を先頭に取り組みしているのは承知しておりますけれども、

この点で先ほど答弁を聞いておりますと、会議には出ないけど資料は送ってく

るからいいんだと言わんばかりの対応にも聞こえるので、私は一面では会議出

席が、これは１８年度でいくと経費の節約にもなるんでと病院の事情もあって

ということも含みますけども、そういうレベルで非常に重視されているような

協議会に参加をしないというのは、私はいかがなものかと。本当に医者を確保

するための手立てに本腰が入っているのかなという点では、この点では疑問を

感じる訳ですね。ここでの発言を例えば市長が直接出向いて、地方の公立病院

に対する医者不足を切々と訴えて、その解決のために御努力いただくというの

は、私は姿勢的に見ても本当に深刻に考えているのであれば、直接出向いてい

ろいろと物を申して然るべきだと私は思うのですね。それがもう１８年度とい

うのは、医師不足がみられている年度にかかわらず参加をしないということの

対応というのは、私はまずかろうというふうに思うのですね。今後だから病院

の位置づけ等もありますけども、医者を本当に確保して病院の継続をというこ

との立場に立っていられるのだったら、だから改善すべき内容ではないのかな

と思うのですが、見解を求めておきたいと思います。  

答（病院部） 会議に出る出ないと言うよりも、その団体の事業内容ですね。

私ども先ほども言いましたように１，１３４の病院が加入をさせていただいて

いるのですが、すべての病院が会議に出席しているわけではありません。私ど

もとしては、先ほどお話をさせていただきましたように全国自治体病院協議会

もしくは全国自治体病院開設者協議会というものがありまして、その会の活動

が病院を代表して、活動していただいている。ということですので会議に出る

出ないと言うよりもその団体の活動をきちんと見守っているという状況であり
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ますので、強いて東京まで出向いて総会に出るというよりもきちんとした、例

えば全国自治体病院協議会であれば、愛知県にも公立病院協議会もありますし、

そういうところを通じてお話もさせていただいていますし、愛知県市長会とか

いろいろ団体もありますので、そういうところからも国の方へ要望が上がって

います。そういうことで、総会に出る出ないということよりも活動の内容を重

視していることであります。 

 

委員長 他に質疑もないようですので、以上で認定第１０号についての質疑を

打ち切ります。認定第３号から認定第１０号までの質疑漏れがありましたら許

可いたします。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で質疑を終結いたします。以上を持ち

まして認定第２号から認定第１０号までの各認定議案についての質疑を終結い

たします。ここで御諮りします。９月１２日の当初におきまして、「予定とし

ては」ということで、本日は質疑を行い、採決は１４日に行うということで、

御承認をいただいておりますが、５時を過ぎるかもしれませんが、採決を行う

としてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議なしと認め、引き続き会議を続けます。これより採決を行います。  

 

≪採決≫ 

認定第２号 平成１８年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

挙手多数により原案認定 
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認定第３号 平成１８年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について 

 

挙手多数により原案認定 

 

認定第４号 平成１８年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定につい 

て 

 

挙手全員により原案認定 

 

認定第５号 平成１８年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

 

挙手全員により原案認定 

 

認定第６号 平成１８年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 

挙手多数により原案認定 

 

認定第７号 平成１８年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 

挙手全員により原案認定 

 

認定第８号 平成１８年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

挙手多数により原案認定 

 

認定第９号 平成１８年度高浜市水道事業会計決算認定について 
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挙手多数により原案認定 

 

認定第１０号 平成１８年度高浜市病院事業会計決算認定について 

 

挙手多数により原案認定 

 

委員長 本委員会の審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろ

しいか。 

 

 異 議 な し 

 

市長挨拶 

 委員長挨拶 

 

                    閉会 午後４時４４分 

 

    決算特別委員長 署名 

 

 

 

 


